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小笠原村告示第１２号 

 

 平成２８年第３回小笠原村議会定例会を下記のとおり招集する。 

 

  平成２８年８月２６日 

 

                       小笠原村長  森  下  一  男 

 

記 

 

  １、期  日  平成２８年９月８日 

 

  ２、場  所  小笠原村議会議事堂 
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○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員  

 

応招議員（７名） 

      １番  清 水 良 一 君   ２番  安 藤 重 行 君 

      ３番  一 木 重 夫 君   ４番  鯰 江   満 君 

      ５番  杉 田 一 男 君   ６番  稲 垣   勇 君 

      ８番  池 田   望 君 

 

不応招議員（なし） 
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平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第１号） 

                     平成２８年９月８日（木曜日）午前１０時開会 

 

第 １ 報告第 ５号 平成２８年度小笠原村一般会計補正予算（第２号）（専決処分） 

第 ２ 報告第 ６号 出資法人の経営状況について 

第 ３ 報告第 ７号 平成２７年度小笠原村健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい 

           て 

第 ４ 議案第３５号 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第 ５ 議案第３６号 小笠原村保育の必要性の認定基準に関する条例（案） 

第 ６ 議案第３７号 小笠原村保育所条例の一部を改正する条例（案） 

第 ７ 議案第３８号 小笠原村母島保育所条例の一部を改正する条例（案） 

第 ８ 議案第３９号 平成２８年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（案） 

第 ９ 議案第４０号 平成２８年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

           （案） 

第１０ 議案第４１号 平成２８年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

           （案） 

第１１ 議案第４２号 平成２８年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算 

           （第１号）（案） 

第１２ 議案第４３号 平成２８年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補 

           正予算（第１号）（案） 

第１３ 議案第４４号 平成２８年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第１号）（案） 

第１４ 議案第４５号 平成２８年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第１号）（案） 

第１５ 議案第４６号 公有水面埋立てに対する意見について（案） 

第１６ 議案第４７号 清瀬配水池建替工事請負契約の締結について（案） 

第１７ 認定第 １号 平成２７年度小笠原村一般会計歳入歳出決算の認定について 

第１８ 認定第 ２号 平成２７年度小笠原村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて 
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第１９ 認定第 ３号 平成２７年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

第２０ 認定第 ４号 平成２７年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

第２１ 認定第 ５号 平成２７年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

第２２ 認定第 ６号 平成２７年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳 

           入歳出決算の認定について 

第２３ 認定第 ７号 平成２７年度小笠原村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て 

第２４ 認定第 ８号 平成２７年度小笠原村浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て 

第２５ 認定第 ９号 平成２７年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

           ついて 

第２６ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第２７ 発議第 ３号 議員の派遣について（案） 
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出席議員（７名） 

      １番   清 水 良 一 君    ２番   安 藤 重 行 君 

      ３番   一 木 重 夫 君    ４番   鯰 江   満 君 

      ５番   杉 田 一 男 君    ６番   稲 垣   勇 君 

      ８番   池 田   望 君 

───────────────────────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────── 

出席説明員 

村長職務代理者 
副 村 長 渋 谷 正 昭 君 教 育 長 松 本   隆 君 

総 務 課 長 セーボレー 孝 君 財 政 課 長 江 尻 康 弘 君 

総 務 課 
企画政策室長 樋 口   博 君 医 療 課 長 佐々木 英 樹 君 

村 民 課 長 村 井 達 人 君 環 境 課 長 深 谷 雪 雄 君 

産業観光課長 牛 島 康 博 君 母 島 支 所 長 湯 村 義 夫 君 

建設水道課長 篠 田 千鶴男 君 教 育 課 長 持 田 憲 一 君 

───────────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 大 津   源 君 書 記 萩 原 佳 代 君 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（池田 望君） おはようございます。 

  ただいまから平成28年第３回小笠原村議会定例会を開会します。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○議長（池田 望君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（池田 望君） まず、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、１番、清水良一君及び２番、安藤重

行君を指名します。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（池田 望君） 次に、事務局長から諸般の報告をさせます。 

○事務局長（大津 源君） ご報告いたします。 

  村長から、平成28年８月26日付小笠原村告示第12号をもって、本定例会の招集通知があり、

８月31日付で議案12件、報告２件、諮問１件、９月６日付で議案１件、９月７日付で報告

１件、認定９件の送付がありました。 

  次に、教育長から８月26日付で議会説明員出席者の通知がありました。 

  次に、村長から８月31日付で病気療養のため、今定例会を欠席したい旨の届け出があり、

また同日、議会説明員出席者の通知がありました。 

  次に、村長職務代理者副村長から９月８日付で地方自治法第152条第１項の規定により、

副村長渋谷正昭君が村長の職務を代理する旨の通知があり、また同日、議会説明員の変更

通知がありました。 

  次に、議長池田 望君の出張等についてご報告いたします。 

  ６月11日から14日まで、議員４名とともに、硫黄島訪島事業に参加しました。 

  ６月15日、村長とともに掃海母艦ぶんごで開催された艦上昼食会に出席しました。 
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  ６月29日、村長とともに竹芝桟橋で開催された新おがさわら丸披露会に出席しました。 

  ６月30日、全国離島振興協議会を訪問し、情報・意見交換を行ってまいりました。 

  ７月１日、村長とともに第90回小笠原諸島振興開発審議会に出席しました。 

  ７月26日、村長とともに環境省へ、小笠原諸島世界自然遺産の保全に係る母島の体制強化

に関する要望を、総務省へ、基地交付金に関する要望を、防衛省地方協力局へ、特定防衛

施設周辺整備調整交付金に関する要望を行ってまいりました。 

  同日、東京都町村議会議長会臨時役員会及び平成28年度第１回臨時総会に、また、村長と

ともに東京都町村会・東京都町村議会議長会合同会議に出席しました。 

  ７月27日、28日、村長とともに「愛らんどリーグ2016」島じまん発表会及び開会式等に出

席しました。 

  ７月29日、平成29年度東京都予算編成に対する要望の実行運動に参加しました。 

  ８月15日、議員４名とともに父島で開催の戦没者追悼式典に出席しました。 

  次に、小笠原村監査委員、稲垣直彦君及び鯰江 満君から７月７日付、７月29日付及び９

月７日付で例月出納検査の報告がありました。 

  報告は以上です。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（池田 望君） 次に、会期についてお諮りします。 

  本定例会の会期は、本日９月８日から９月９日までの２日間としたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、本定例会の会期は、本日９月８日から９月９日まで

の２日間と決定しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎村長職務代理者副村長の発言 

○議長（池田 望君） 次に、村長職務代理者副村長、渋谷君から発言を求められております

ので、これを許します。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 発言の機会をいただきまして、ありがとうございま

す。 
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  村長が病気療養中のため、今議会を欠席することについて、村長にかわりましておわび申

し上げます。 

  また、本日より当分の間、村長職務代理者として村長の権限を代理することとなりました。

その責任は重大であり、誠心誠意職務を全うする所存でありますので、よろしくお願い申

し上げます。 

  発言の機会をいただきまして、ありがとうございました。 

○議長（池田 望君） 村長職務代理者副村長の発言は終わりました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（池田 望君） これより一般質問に入ります。 

  一般質問のある議員は、順次挙手をしてください。 

───────────────────────────────────────────────── 

          ◇ 清 水 良 一 君 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） おはようございます。 

  今定例会、村長病気療養中のため欠席ということですが、先日内地に緊急搬送されたとい

うことを聞きまして、非常に心配しましたが、その後、容体も回復しておられるというこ

とで一安心しております。 

  村長の不在の中、執行部の皆様、大変な部分もございますが、渋谷副村長のもと滞りのな

い村政を運営していただけるようにお願いしたいと思います。並びに、今定例会一般質問

においても、実りのある議論をしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

  今回は２点ほどお聞きしたいと思っております。通年、エネルギーについて質問をさせて

いただいてきております。今回もそのエネルギーに関係して、細部にわたって今後村がど

ういう方向で行くかということを質問したいと思います。 

  まず、第１点としましては、各施設での節電に対する具体的な施策についてお伺いしたい

と思います。 

  ２点目は、村内交通網の将来ビジョンについてということを聞きたいと思っております。

これについては、昨年のＣＯＰ21で採択され、パリの協定を受け、今年の５月13日に閣議

決定された地球温暖化対策計画ということで、2030年には、2013年に対し26％の削減計画

がうたわれています。地球温暖化の影響、気候の変動、台風や、そしてある場所では干ば
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つ、ある場所では豪雨ということで、非常に予断を許さない部分かと思います。そんな中

で、当村においては、世界自然遺産でもあり、こういう離島の政策というのは何かをやる

ことによって非常に結果が出やすいです。世界から見てもリーダーシップをとれるような

形で施策を組んでいったらいいのではないかと考えています。 

  まず、第１点の各施設での節電に対する具体的施策について、前回、一般質問においても

エネルギービジョン推進について質問しました。節電については全職員で節電に取り組む

という回答をいただいております。しかし、性格の違う多様な施設において、施設ごとに

節電の施策が違ってくると思われます。 

  初めに、平成27年度の施設別電気使用量及び金額についてもお伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

  あとの質問については自席で行いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 清水議員の村の各施設の節電に関するご質問ですが、

具体的な数字などのご質問でございますので、担当課長より答弁させていただきます。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 清水議員のご質問にお答えいたします。 

  村有施設の電気使用量及び電気料についてお答えいたします。 

  まず、使用量の多い村有施設の９施設につきまして、平成27年度の総使用量と電気料金に

ついて申し上げます。村役場の本庁舎が13万キロワットアワーで340万円、情報センターが

12万キロワットアワー、270万円、地域福祉センターが17万キロワットアワー、460万円、

小笠原村診療所、父島でございますけれども、43万キロワットアワー、660万円です。扇浦

浄水場が16万キロワットアワー、350万円です。父島し尿処理場が27万キロワットアワー、

530万円、クリーンセンターが35万キロワットアワー、730万円です。小笠原小・中学校が

13万キロワットアワー、360万円、母島小・中学校が14万キロワットアワー、340万円、こ

のようになっております。 

  年を追っての使用量の推移につきましては、お手元に配付しております資料のとおりでご

ざいます。 

  説明は以上でございます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。 
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  ９施設で計算すると大体4,000万円ぐらいのお金がこの電気使用料として払われていると

いうのがわかるんですね。この９施設の各施設の性格は違いますので、施設ごとの具体的

な施策をお伺いしたいということと、施設で最も電気使用量の多いものというのは空調と

いうかエアコンが大きいと思うんですが、このエアコンの温度設定というのは決められて

いるのか、何も決めていないのか、何度ぐらいなのかというのもあわせて、よろしければ

お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 初めに、総務課所管の施設についてお答えいたします。 

  役場の本庁舎につきましては、前回お答えしました内容とも同じになりますけれども、照

明設備を必要最小限に間引いたり、使用しない箇所の照明を小まめに消灯したり、あるい

は空調機の使用時期や使用時間の短縮等に取り組んでおります。実態は、これ以上の節電

はできないぐらい厳しいところまで対処しております。 

  次に、情報センターにつきましては、テレビ放送やインターネット接続サービス事業に要

する機器、これらにつきましては、現状では節電できる要素というものはございませんが、

情報センターの利用者がいない場合は空調を切るなど節電には小まめに努めております。 

  引き続き節電について全庁的に取り組んでまいりますので、ご理解をお願いします。 

  最後のクーラーの設定温度ということがありましたけれども、村としましては27度をクー

ラーの設定温度としております。本庁はそうですけれども、支所等にも周知徹底するよう

にお願いしております。 

  総務課所管の施設につきましては、今お答えしたとおりでございます。その他の施設につ

きましては、所管課長のほうから答弁させます。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 村民課所管の地域福祉センターにつきましては、指定管理者であ

る社会福祉協議会、また高齢者在宅サービスセンターとして運営をしております明老会、

デイルーム、事務室も含めて、この２つの団体の職員の方々に、村役場、本庁の取り組み

と同様な形で日々の節電に努めていただいているところでございます。 

  地域福祉センターの電気使用量につきましては、各年度の利用者数、利用内容等による変

動があろうかと思いますけれども、平成27年度の使用量が増加したということにつきまし

ては、ショートステイの受け入れ日数が前年と比べて50泊ほど増えたということで、土日

の日中、50泊の期間、日中夜間電気を使用するというところで増えたということが主な要
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因でございます。 

  後段の空調の温度設定につきましては、事務室、あるいは背後にある３つの会議室等、そ

れを使用する際につきましては、やはり本庁と同じように27度以上に設定するということ

で行っております。また、高齢者のデイルームにつきましては、高齢者の方々が生活をす

る場でございますので、高齢者の方の体調を考慮した上で、その気候、温度に合わせ設定

を行っているところでございます。 

  これら、先ほど言いましたショートステイですとか、そういった事業量の増加に伴う電気

使用量の増加というのはございますけれども、通常のセンターの電気使用量につきまして

は、社会福祉協議会、明老会とも協力して、今後も引き続き節電に努めてまいりたいと考

えております。 

○議長（池田 望君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 父島の診療所、複合施設の電力使用について答弁させていただ

きます。 

  東日本大震災を機に、事務所や廊下の蛍光灯を間引いたり、部屋を退出する際には消灯を

徹底したり、空調では温度を統一するということを、職員の節電意識を高めて、節電の強

化に努めております。 

  しかしながら、今回、平成26年度と平成27年度の電気使用量の比較をしますと、17％も増

加しております。その要因としましては、複合施設が完成して６年がたっておりますので、

施設のところどころに故障が生じてきております。その一つは太陽光パネルの故障が考え

られております。その故障は平成27年度に判明しまして、幾度か修理等をしております。

今年度の当初にも、その故障した部分のパネルを交換等行っておりますが、その後にもま

た別なところで故障が生じていて、現在では本当にわずかながらの発電をしているという

ようなところでございます。今後は、太陽光パネルが常に発電できるような体制を維持し、

職員への節電に対する意識についても継続させて、電力使用量の減少に努めてまいりたい

と考えております。 

  空調の温度設定につきましては、総務課長からも話がありましたが、職員が執務する場に

ついては27度、それ以外、診療所につきましては医療機器等がありますので、それについ

ては適宜の温度設定をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 
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○建設水道課長（篠田千鶴男君） 次に、浄水場でございます。新扇浦浄水場は１年の実績し

かなく、単純に旧浄水場とは比較はできませんが、新しい施設になったことと、あと日中

は太陽光発電の電力を併用し、省エネルギー化を進めております。また、平成27年度は新

しい浄水場の電気使用量と太陽光発電の電気使用量を加算しても、旧浄水場電気使用量を

超えない数値が算出されております。平成26年度と比較しまして約７％の減となっており

ます。引き続き電気使用量が削減できるよう工夫を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、父島し尿処理場ですが、平成26年度の電気使用量が32万キロワットアワー、平成27

年度は27万キロワットアワーで、電気使用量が減っているかに見えますが、平成27年10月

ごろから施設の補修の関係で、２系統処理を１系統にしたため電気使用量が下がったとい

う結果になりました。 

  今年度から計画的な施設の更新がございます。設備機器、照明器具等については省エネル

ギー化を念頭に施設更新を進め、電気使用量の削減に努めてまいりたいと考えております。 

  ３番目としまして、父島クリーンセンターでございます。父島クリーンセンターの電気使

用量は総体として減少傾向が見られますが、ごみ質の変動、設備機器の改良更新、効率的

な燃焼管理、適切な予防保守の実施等の複合作業の結果でございます。引き続き電気使用

量の削減に努めてまいります。 

  今後、単純焼却から脱却に向け、ごみ総量減、リユース、リサイクル、ごみ資源化等を推

進することで、焼却ごみを減少し、極小規模の単体焼却炉などの移行や広域処理を視野に

入れた取り組みを推進し、特に焼却量減少に欠かせない父島クリーンセンター整備との整

合を図りつつ総合的な循環の輪をつなぎ合わせて、電気使用量の削減を行っていきたいと

考えております。 

  先ほどの空調の温度の設定でございますが、執務室のところにつきましては27度で設定し

ております。ただし、設備機械、キューピクルとか制御盤があるところについては26度前

後で対応を行っています。そのときの状態によって温度設定をさせていただいております。 

  説明は以上です。 

○議長（池田 望君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 小・中学校における節電に関する具体的施策について答弁いたし

ます。 

  お手元の資料にもございますが、平成27年度の小笠原小・中学校の電気使用量は、平成20

年度に比較して約１％の増加ということで、ほぼ横ばいとなっております。この間の学校
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教育の環境変化としましては、パソコンをはじめとする情報端末や映像素材の利用など、

ＩＣＴ、情報通信技術の活用が進められています。これに伴い、学校における電気使用量

も増加傾向にありますので、電気使用量に変化が見られないということは、実質省電力の

取り組みの成果があらわれているものと考えております。 

  次に、平成27年度の母島小・中学校の電気使用量に関しては、対平成20年度比で32％の増

加となっております。この顕著な増加は、平成25年度に生じた太陽光発電設備の不具合に

より発電量が減少したことが主な原因です。太陽光発電設備については、その後、不具合

箇所の特定や調整等を行ってまいりましたが、抜本的な解決には至っておりません。 

  なお、不具合の主原因となっているパワーコンディショナー、これは直流から交流への電

力変換器になりますが、そのパワーコンディショナーにつきましては、今年度中に交換工

事を行う予定になっております。 

  村立小・中学校につきましては、これまでも良好な教育環境を維持しつつ、省電力の取り

組みを進めてきております。 

  設定温度につきましては、教育委員会からの指示は特にしておりませんが、さらなる改善

についても今後検討してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 各担当の課長から、全職員挙げての取り組みが伝わってきました。あ

りがとうございます。 

  まず、お聞きしたいのが、空調の温度設定ですが、インターネットで内地の状況を調べま

すと、ほとんどの大手のビルやそういったところの管理の中では、設定温度を28度にして

いるようです。１度上げると大体13％の節電になるというような情報が出てきます。快適

に過ごすために空気を回すようなことをしていたりとか、いろいろなことにトライしてい

るようですが、温度設定については今後とも検討していただければ、より節電になってい

くのではないかと思います。2030年に向けて26％の減ということになりますと、やはり何

かトライをしていかないと、なかなか難しい部分ではあると思います。 

  もう一つ聞きたいのが、機械のほうですね、この機械というのが一体どのぐらいの温度で

どういう管理をしていったらいいのかというのが、見えてきていないんですが、クリーン

センターの設備のほうでは26度ということをお伺いしましたが、情報センター及び診療所

のほうは何度ぐらいに設定されているのか、教えていただきたいと思います。 
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○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 最初に質問のありましたクーラーの温度設定についてでござ

いますけれども、小笠原村では現在27度で設定しております。東京都の地球温暖化防止活

動推進センターというところでは、東京都では28度を、冷房の設定温度の目安ということ

でうたっておりますけれども、当村では27度で周知徹底をしている状況です。今後につき

ましても、引き続き小まめにクーラーを消したりとか、あるいは今後省エネ型のクーラー

を順次導入していくというような対策を行いながら、節電には取り組んでまいりたいと思

います。 

○議長（池田 望君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 診療所の医療機器に関しての温度設定ですが、部屋の規模とか、

あと人の出入りの回数とか、そういうところもありますが、具体的には大体25度ぐらいを

設定しております。状況によってはそれ以下にする場合もありますが、機器の管理という

ことがございますので、その辺は適宜対応しております。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 失礼しました。情報センターの機械を設置してある箇所の温

度は、23度で設定しております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 今、情報センターが23度ということですが、何度じゃなければいけな

いとかと、そういう指示があるのかどうか聞きたいんですけれども、それはどうでしょう

か。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 経験的と申し上げればいいのか、それ以上に温度を設定する

と機械に支障が生じるということも実際にあったので、現在23度に設定しているというこ

とでございます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。 

  それと、今回扇浦浄水場、それから父島し尿処理場、かなり電気の使用量が減っていると

いうことで、いい浄水場ができたのではないかと改めて感じるんですが、このし尿処理場

で、今１系統で賄っていて、それで電気がすごく減っているということですが、１系統で

も大丈夫なんでしょうか。 
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○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 平成12年度に、今後の人口増、観光客増における流出汚水

の増加を見越して２系統の施設を増設しております。処理人口が2,200人、最大処理量が１

日当たり1,400立方メートル、その対象の地域処理施設ということで整備されております。

清水議員のご指摘のとおり、現在１系統で処理を行うことはできますが、今最大の処理能

力で対応を行っています。今後、人口の増加で流出汚水の増加、あと余裕を持った施設の

運用、あと設備機械等のトラブルが発生した場合の対応として、２系統処理施設の利用が

必要とされております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。 

  必要最小限ということで、必要なものは回していかないといけないと思いますが、人口の

増減幅、季節によっても変わってくると思うんで、１系統で賄えるときは１系統にしてい

けば、電気の使用量が減ってくるのかなと感じたんですが、２系統にしてもそういう運営

方法というのはできるんでしょうか。１系統にしたり、２系統にしたりということで選ん

でいくことはできるんでしょうか。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 電気の使用量に関しては１系統ではいいんですけれども、

施設の運用として水質の管理のためにはやはり２系統でやらないと、施設がうまくいかな

いということです。例えばたくさんの大雨が降った場合の処理とかという場合は必ず２系

統でやらないといけない施設でございます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。 

  やはり水質をよくして出さなければいけないと思いますので、必要な量は使って、そして

必要のない部分は削減していくという形がいいと思います。 

  もう一点、小・中学校ですが、子供たちに環境教育という意味で、今後島自体がそういう

エネルギーのことや節電のことを考えていかなければいけないと思うんですが、子供たち

も含めた形で節電や、どこにエネルギーを使っているのか、そういったことを考えられる

ような教育の仕組みみたいなものも考えていただきたいと思うんですね。ちなみに、エコ

ワットという、その電気量、例えば自分たちの部屋のクーラーがどのぐらい使っているか

とか、はかれる機械もあるようなので、そういったものも含めて検討できるかどうか、お
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伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 今のご提案ですけれども、教育課程の編成のときに、そういった

ことも考慮しながら、今後対応できるところは対応していきたいというところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。 

  細かいことを言うようですが、父島の小学校では、空調の室外機が南側のひなたに置いて

ありますが、あるインターネットの情報では、それをただ日陰にするだけで何％か忘れま

したが、かなりの節電になるようです。本当に13％減るのかどうかというのも非常に興味

深いところなんですが、そういったことも含めて、子供たちと一緒になって一体どうなっ

ているのか、そして何度にするとどうなのかということも含めてやっていただけるとあり

がたいと思います。 

  ちょっと時間が迫っていますので、もう一点、村内交通網の将来ビジョンについてという

ことで、当村においては自然共生アイランドということをうたっております。そして、自

然と共生するための10カ条というものが小笠原カントリーコードに示されています。 

  この中の９条に、移動はできるだけ自分のエネルギーを使うとうたっております。実際、

今の移動手段というのはマイカーに頼る形になっております。実際、ガソリン使用量がこ

の当村においてどういう推移をしているのか。 

  また、自分のエネルギーということになりますと、歩きや自転車、公共交通の利用が考え

られるわけですが、観光客や、もちろん島民を含めた推進を考えているのか、お伺いした

いと思います。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ご質問にお答えします。 

  小笠原カントリーコードにつきましては、自然環境の保全と適正な利用を目的に「小笠原

を訪れるみんなのルール」と題して、平成11年に環境省が定めたものです。法律的な根拠

ですとか強制力を持つものではないんですけれども、今おっしゃったような、移動はでき

るだけ自分のエネルギーを使うという項目についても、村民も含めた一人一人が心がける

ことが望まれる理念だというふうに考えております。 
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  そのようなことから、昨年も村民だよりにおいて、日常の交通手段において、車に乗らず

に徒歩や自転車に変えることでエネルギーの節約、ＣＯ２の削減、さらには健康維持につな

がりますといったようなお知らせはしているところです。 

  ガソリンの使用量ですけれども、島内の販売実績として数字が把握されている平成23年度

以降の数字が手元にございまして、平成23年度が約60万リットルというところから、毎年

微増しております。平成27年度はそこから少し減少して、およそ年間64万リットルという

ような使用量になっております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 平成23年度から平成27年度までの数値をいただきました。この辺の微

増というんですか、この間、日本の内地のほうでのガソリンの使用量というのは結構減ら

しているようですが、当村においてはどんなことでこういう数値が出ているのか、その辺

の見解がありましたらお願いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） この数字、どういうふうに出ているかということに関してですけ

れども、実際の販売実績から出ている数字として把握しているものなので、どういう要因

で増えてきたかとかというような分析はまだこちらのほうではできておりません。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） この数値を見た限りでいいますと、やっぱり世界自然遺産になってか

らかなり民間が車を増やしたのではないかなという気がします。陸のガイドが増えました

ので、どうしても陸を走るということになります。この、平成23年、平成24年の間はかな

り観光客が増えて、投資があったのではないかと。車が増えて。ただし、平成25年、平成

26年、平成27年は観光客は減少しているんですが、１回車を買ってしまうと使わざるを得

ないということになっているんではないかなという気がします。 

  私、内地に出張に行くようになってかなり歩くことがあります。１日に大体三、四時間ぐ

らい歩くわけですが、小笠原ではほとんどドアツードアという形で、歩く距離がものすご

く短くなってきています。不思議なことに内地に行くと体の調子がよくなってくるという

ことも含めて、歩くということが健康と正比例するという調査の結果も出ているんですが、

生活習慣病ということを言われるように、恐らく、マイカーに乗るという習慣ができてし

まっていると思うんですね。バスを利用したり、歩いたりするということは習慣をつけな

ければできないと思うんで、その辺について、バスの利用の促進についてお伺いしたいん
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ですが、いかがでしょうか。産業観光課、牛島課長にお願いしたい。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 村営バスの利用促進についてでございますが、７月より一日

乗車券を700円から500円に下げまして、実際、７月、８月と終わりまして、そのデータを

とってみますと、割と利用される方が多かったです。金額でいいますと、平成27年度と比

較しまして５万2,450円、平成27年度と比べて2.1倍ぐらい利用者数が増えております。利

用されている方は観光客だと思われますが、先ほど清水議員がおっしゃられましたように、

村民の方はほとんどドアツードアということですので、いかに村民の方にバスに乗ってい

ただけようにするかというようなことについては、担当課のほうでもこれから少し検討し

ていきたいなと思っております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） この夏に、700円から500円に変えたということで、販売数がかなり上

がって、大人券が182枚、これ今までの700円の場合の１年分の枚数みたいですね。これ、

すごいきっかけができているんじゃないかと思います。 

  そんな中で、島民や観光客にさらにアピールする上で、小笠原で観光の目玉の一つとして

サンセット、夕焼けを見るということは、魅力があるものだと思います。現在、サンセッ

トといいますと、三日月山の展望台まで行かないとなかなか見られない、まちの方たちは

見られないんですが、お年寄りになりますと歩いていくというのがかなりハードなこと、

そしてまた島民にとっても、サンセットを見ながらビールを飲むというのも車で行くとな

るとなかなかそれもできないということで、サンセットの魅力が減っているのではないか

と思うんですね。そんな中で、ちょうどバスが運行している扇浦のエリアでは、サンセッ

トポイントもかなりあります。バスでサンセットビールを飲もうじゃないかとか、そんな

ような宣伝をされたら、よりそういう癖づくりができるんじゃないかと思うんですが、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） ご質問にありましたサンセットバスの運行につきましては、

季節にもよると思うんですが、現在の運行ダイヤで扇浦から境浦の間になると思うんです

けれども、その路線上で夕日が見られるポイントがあることを、一日乗車券とあわせて広

報することが村営バスの利用促進につながるということであれば、検討したいと考えてお

ります。 
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○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 前向きなご意見ありがとうございます。 

  それでは最後に、節電やそういう癖づくり、これ、島民とともにやっていかなければいけ

ないものだと思います。村の施設も結局島民が使っているということで、一度、クリーン

センターのナイス・パワー・テクノの社長とお話ししましたが、ごみが多くなればどうし

ても電気量が増えると。ごみが減っているときはかなり電気量が落ちるというようなこと

も言っています。島民とともにごみを削減したり、そういったことが重要になってくると

思います。できれば、全職員というよりも全島民が自分たちの使っている施設で今月はど

ういう電気量だったのか、どれだけ使っていたのか。去年に対してはどうなったのかとい

うのがわかるような形で、村民だよりとかそういうところにエネルギービジョンコーナー

みたいなものをつくっていくということは可能なのか、最後に副村長、総務課長、お聞き

したいと思います。 

○議長（池田 望君） 村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 島内のトータルの電気量ということでは、村民だよ

りで、例えば貯水量を毎月表示していますから、そういうことが可能かどうかは担当に考

えてもらえればいいかと思います。 

  今の２つの節電、それからカントリーコードを通した歩く習慣とか、今日は村長が欠席で

ございますので、私の所見として申し述べさせていただきますと、自分自身も以前東京事

務所にいて、歩く機会が多かった。清水議員と同じです。帰ってきてからは、雨の予報と

かそういうときだけは車ですがなるべく役場には歩いたり自転車で行こうというような心

がけをするようになりました。また、家族が進学等で今ひとり暮らしをしている中で、電

気代を自分で見るようになりましたが、４人が１人になったから４分の１になるかという

とそうはいかなくて、空調とかそういったものはどうしても使います。それでも３分の１

以上は節電できます。私１人だと余り使わないというところがあるんだと思います。何を

きっかけにするかというのは、地球環境という大きなところから考える場合、それから一

部ありました健康づくりから考える部分、いろんなことを一つのきっかけにして、節電で

あったりエネルギー使用量を削減するということを、職員の心がけだけではなくて、島民

への投げかけとして何かできるか考えてみたいと思っています。 

  村民課では、来月号でウォーキングのお知らせをするというのがあります。それから、今

年は出しませんでしたが、環境課では環境省と連動したようなライトダウンキャンペーン
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みたいなことを村民だよりに載せたりとか、そういうこともしていますので、村民だより、

ホームページ、いろんなことを使いながら村民への投げかけというのを考えてもらうよう

に、各担当には指示をしていきたいと思います。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。前向きなご意見ありがとうございます。 

  ぜひ、今後とも職員の皆さん、心がけていただきたいということもありますが、プラン・

ドゥー・シーというように、計画して行動して、見られる場所というのは、数字だと思い

ます。今回もソーラー発電が壊れていたことが、後からわかったこともあります。自分ら

が使っていて常に見ていると、おかしいというのはすぐわかってくるわけですが、とにか

くプラン・ドゥー・シーのシーの部分で、職員が見られる数値を今後島民全員に出してい

ただくような仕組みをお願いしたいということで、一般質問を終わりにしたいと思います。 

  ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

          ◇ 安 藤 重 行 君 

○議長（池田 望君） 次に、安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ２番、安藤です。 

  今回の議会に村長の姿がないのが大変残念なことと思います。７月に内地へ行くときに同

じ船だったので、そのとき、結構元気な姿を見ていたものですから、その後、急患で運ば

れたということで、いろんな臆測が島民の方から聞こえてきましたので、大変心配しまし

た。何とか元気で帰って来られそうだということで、安心もしましたし、お見舞いを申し

上げたいと思います。 

  村長の答弁がないのは寂しいんですけれども、質問に入らせていただきます。今回は３件

質問させていただきたいと思います。 

  １点は、今年、参議院選挙と東京都知事選挙がありました。特に、国政選挙についてお伺

いしたいと思います。 

  まず、村の選挙管理委員会での住民への広報はどのような形で行われたのかを伺いたいと

思います。この後は自席でお願いします。 

○議長（池田 望君） 村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 安藤議員のご質問ですが、選挙の広報等の質問でご

ざいますので、担当課長より答弁をさせていただきます。 
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○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 安藤議員の選挙の広報につきましてお答えいたします。 

  選挙実施の際に、当村の投票所で投票するためには、該当する選挙の選挙権を有するとと

もに、当村の選挙人名簿に登録されていることが必要となります。選挙人名簿への登録は

３カ月ごとの定時登録、各選挙の選挙時登録の際、転入の届け出をした日から３カ月が経

過していることが必要要件となっております。 

  本年７月に行われました参議院選挙の場合、選挙時登録が６月21日に行われましたので、

４月に転入した方々は当村の選挙人名簿には登録されず、前住所地の投票や不在者投票と

いうことになります。 

  当村では、４月に転入する方々が多く、またもともと村内に住所登録されている方の中に

も、通院や仕事などで選挙期間中、長期にわたり村外に滞在する方もおります。このこと

から、選挙管理委員会では選挙ごとに村の広報紙村民だよりに選挙の実施、選挙権の有無

のほか、直近に転入された方や選挙期間中に村外に滞在する方々への不在者投票の案内も

あわせて行っております。特に不在者投票を行うに当たっては、内地と郵便の行き来に日

数がかかることを考慮して、臨時の村民だよりで選挙特集号を発行し、これらの手続が間

に合うように定期便の出港日など具体的なタイムリミットも示して村民へ広報をしており

ます。今後も、引き続きこのような形で選挙ごとに対応してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ありがとうございます。 

  ６月13日付で村民だよりが発行されていました。これを私も上のほうとか自分に関係する

ところしか見ていなかったのですが、結構細かく書いてあるなというのが実感です。ただ、

これを見ていない人が結構多いのかなというところがあります。私も以前、内地にいたと

きの、村長選挙のときに、村の選挙管理委員会と、それから、内地にいたときの区の選挙

管理委員会にお願いして、投票したのですが、扱っていただいたその日に投函していただ

かないと間に合わないということがありました。そういう経験もしましたので、こういう

のは当然自分自身でやるものだと思っていたんですが、新しく４月に来た人には、船でや

りとりしなければいけないという状況がわからないのかなというふうに思います。私のと

ころへ相談に来られた方も、ぎりぎりになってから慌ててどうしようとなったのかなとい

うふうに思います。こういった方にもできるだけ選挙に参加していただきたいという気持
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ちがあります。一人でも選挙に参加していただけるように、こういったことも、行政サー

ビスで行うべきではないかというふうに考えています。 

  行政サイドとしては、広報しているのだから、読んでもらえなければ打つ手もありません

と思うのかもしれません。しかし、選挙しようと思っても、選挙に参加できないというの

は、権利の放棄を余儀なくさせられることにもつながりかねません。ご自身の意思で投票

しないということとは違うと思います。ただでさえ、選挙離れというのが多い昨今、一人

でも多くの方に選挙権の行使をしていただくことが重要だと考えています。 

  特に今年から18歳以上の選挙権が施行されました。このことがいい意味合いで大人への選

挙権行使の見直し、あるいは子供たちが選挙をするのに自分たちが放棄するわけにはいか

ないと、ふと、我に返った方も多くいたのではないかと思います。 

  選挙権というのは国民の権利としてあります。それが行使できないのは至って理不尽なこ

とと思います。憲法の理念に反するものです。やはり一人でも多く国民の権利を行使して

いただくために、行政としてもう一つ踏み込んだ選挙広報を仕掛けていただきたいなと思

います。今までは選挙広報を村民だよりや、今回のように特別に選挙広報を出していると

いうことでした。それは当然やらなければいけない広報、公の報という、つまり公職選挙

法第６条にうたわれているように、選挙に関する啓発。周知、この第１項に、「市町村の

選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選

挙人の政治常識の向上に努めるとともに、」、その後いろいろと書いてありますが、その

後に、選挙に関して必要と認める事項を選挙人に周知させなければならないというふうに

もあります。 

  こういったことから、行政としてもう一つ踏み込んだ選挙広報を仕掛けていただきたいと

いうふうに思います。選挙は毎年あるわけではありません。臨時的に今回の東京都知事選

挙のように突然とか、そういう場合はいたし方ない部分があるだろうと思いますが、選挙

が事前にあることがわかっているときに限っては、転入届を出した方にお知らせを配った

り、また４月に転居された方がいる官公署とか学校、事業主などに対して、選挙間近に再

度職員あるいは従業員に対して、選挙の行使を促すための啓発や周知を充実させてもいい

のではないかというふうに思います。今後の対応として検討していただきたいと思います

が、所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 選挙に関する啓発あるいは周知ということでございますけれ
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ども、具体的な例も出していらっしゃいましたけれども、村のほうでは選挙が近づき、ま

た転入者が多い時期には内地のほうからかなり問い合わせがありまして、そのときには具

体的に船便のことも含めて懇切丁寧に説明をしております。また、先ほども申し上げまし

たように、村民だより、必要に応じて臨時号も発行しながら周知徹底をしております。ま

た、どこからでも広報が見られるようにホームページにも村民だよりを載せております。

引き続き選挙についてはこのような形で対応してまいりたいと思いますので、ご理解をお

願いいたします。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 選挙権というのは権利を行使するのは我々住民ですが個人の意識が低

かったり、いいかげんでいいわけではありませんので、住民一人一人が自覚をして、選挙

に参加することが一番求められるということは言うまでもありません。それが大前提であ

ると申し上げますが、とにかく一票の重みをより大切に、今後の選挙に一人でも多くの方

が参加していただける基礎をつくっていけたらなというふうに思いますので、その辺のこ

とをお願いしておきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、２番目の防災訓練に伴った津波の緊急避難についてお伺いしたいと思います。 

  ９月１日に防災訓練に参加させていただきました。その際、いろいろと見て回りました。

その中で不備な点が見つかりましたので伺いたいと思います。 

  例えばクラブハウスから避難する場合の避難経路を確認しましたが、避難所と指定してい

る小笠原高校への都道からの入り口の表示がありませんでした。島民ならみんな知ってい

るだろうと臆測で判断するのは禁物かなと思います。車で走ったりしている方については

知らない方が意外と多いということにも気がつきました。 

  これは島民だけの問題ではないなということもあります。観光立島として成り立っている

小笠原へは、多くの観光客の方々が来島されます。そういった方々への安全の確保と配慮

が大変重要ではないかと思うわけです。また、避難所入り口がどの方向にあるのか、何メ

ートル先にあるのかなどの誘導表示というのもありません。こういった危機管理を充実さ

せて徹底してこそ、防災に強い地域になるのだろうと思います。 

  昨年、ハザードマップの件でも質問させていただいたときに、村長、副村長から、まだこ

れから精査していくことで、不備を見直し、対応していくと言われました。それで、この

１年間の精査状況や今取り組んでいる状況はどのようになっているのか、進捗状況等をお

聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） まず、９月１日に実施しました本年度の防災訓練につきまし

ては、防災関係機関、村民合わせて800人近い方々に参加いただきました。この場をおかり

しまして参加いただいた方々にお礼申し上げたいと思います。 

  今回の訓練で指摘されました課題等につきましては、今後精査をして改善に努めてまいり

たいと思います。 

  防災に関する直近の対応としましては、本年５月に津波対策の推進に関する法律の規定に

基づき、小笠原村津波避難計画を作成しました。この避難計画では、津波による人的被害

を可能な限り軽減するため、村民や滞在者が津波避難所または高台に短時間で到達できる

避難経路や津波緊急避難路を設定、あるいは指定しております。 

  安藤議員指摘の地域福祉センターから高校へ上る歩道は、津波緊急避難路の一つでありま

す。しかし、現地にはその入り口の表示がなく、防災上改善が必要であると、そのような

指摘でございました。 

  村の津波避難計画では、そのほかにも津波緊急避難路として指定している箇所があります。

それらの箇所の標識設置も課題であると認識しておりますので、今後、設置に向けて具体

的な検討をしてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） １カ所だけではなく、何カ所もあるところなので、ぜひその辺は早急

に対応しなければいけないのではないかというふうに考えています。 

  住民一人一人が自分の置かれた状況からどこへ逃げるのかというシミュレーションを、常

にしていくことが、とっさのときに勝手に体が動くことにつながります。それが生きるこ

とへつながる一歩だと考えています。私自身も常日ごろから父島、母島のそれぞれの地域

ごとのシミュレーションを、事あるごとに実施しています。実際に歩いてみたりもしてい

ます。その中で解決しにくい事案なども浮き上がってきています。例えば先ほど申し上げ

ました入り口のところですが、穏やかなカーブや急カーブの三差路にある避難誘導路入り

口がある場合、海側から渡る方法を考えていかなければいけない。歩道の設置や赤灯の設

置など、津波時に車に乗っている方々は急いで避難するために、スピードを出すというこ

とになるかと思います。そのために避難している方が交通事故で亡くなられたのでは本末

転倒と言わざるを得ませんので、そのようなことが起こらないようにどうすればよいのか。
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考えていかなければならない点が多くあります。まだまだ解決していかなければならない

事案だと思います。これらを踏まえていろんな検討をしていく必要があると思いますが、

所見をお願いします。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 当村の場合は、近地地震による津波は二十数分で来襲すると

想定されており、高台への迅速な避難が必要となります。以前、奥村の社会体育施設から

高校へ上る津波緊急避難路へ最短で行ける方法として、都道の歩道に設置されている防護

柵に開口部を設けてもらいました。社会体育施設からその開口部を通り高校に避難するに

は、都道を横断する必要があり危険であると、そういった指摘かと思います。この点につ

きましては、いろいろなケースを想定した検証を行ってまいりたいと思います。 

  当村の防災は自助・公助・共助の基本的な考えのもと、村民及び滞在者の生命、身体、財

産を保護することを目的としております。まだまだ解決しなければならない課題がありま

すが、今後とも防災力の向上に努めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたしま

す。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 本当に交通事故で死んでしまってはどうにもならないなという思いが

あって、この辺については歩道を設けるのがいいのかということもあるんだろうと思いま

す。その辺は警察とかそういったところとの協議とかもいろいろあるだろうと思いますの

で、いろんな検討をしていただきたいと思います。ぜひ、所見で述べられたことを早急に

築いていただければと思いますので、強く申し入れておきたいと思います。 

  災害はいつ来るかわかりません。一刻でも早く問題解決をしていかなければいけないんだ

ろうと思いますので、切迫感を持って、後手にならないようにすることが重要だと認識し

ていますので、ぜひそういう形で取り組んでいただければと思います。 

  それから、３番目に移らせていただきます。 

  ３点目は、新おがさわら丸や新ははじま丸に乗る機会がありました。いろいろと楽しみに

していましたが、切符の購入方法が随分変わったり、新しい利用方法が村民の方々にいま

一つ周知されていないなという感じを受けました。村民からの感謝の意見や苦情の意見な

どは既に村にあったと思います。私のところにも数人からありました。多くは改善点の要

望についてですが、今まであった村民枠はないのかとか、村民の足ではないのかとか、切

符がとれなかった人の言い分ですね。こういったこともありました。ただ、それはもう２
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カ月前から売っているんだから、本来はそこで対応しろと言いたかったんですが、やはり

昔の流れから来ている方はなかなか脱却できないのかなということも感じています。何ら

かの改善点を見つけていかなければいけないんだろうというふうに思いました。 

  小笠原海運の窓口では断られたんですが、インターネットで購入すれば買えるよと人に聞

いたとか、その辺のことが、どうすればよいのかと、小笠原海運の窓口でも人によって対

応が違うとか、いろんな想定外の意見もありました。 

  今回利用するのに、２等寝台のエコノミーベッドというのが新しくできましたので、どん

なものかということで、この７月、８月に利用してみましたが、上と下のベッドでは雲泥

の差がありました。ひどい言い方をすれば、私、棺おけをつくっている関係で、下は、棺

おけに近いなと感じました。というのはなぜかと言うと、開口部が結構狭くて、電気をつ

けるのに、奥のほうまではいつくばって行って電気をつけないと、中が明るくならないと

いう状況です。階段になってしまったために、そこがカーテンではなくて仕切られてしま

ったということが原因だと思います。そのために手前でも明かりをつけられるようにする

とか、いろんな改善すべき点が出ているんだなというふうに思っています。ほかにも、何

階にいるのかよくわかりにくいから、階段の上下の床などに、階数の明示をしてほしいと

か、今回たまたま乗ったときに偶然あったことですが、高齢者の方がみんな同じような部

屋なので、自分の入っている部屋がわかりにくいと、うろうろしていたんですね。そうい

うことが１件だけたまたま遭遇して、部屋番号を聞いて、連れて行ったということがあり

ました。部屋ごとに特色を持たせる表示をするとか、ちょっとした改善点で解決できるも

のもあるように思います。 

  もう一つ、２等寝台で不便だったなと思ったのは、スーツケース置き場というのが、結構

あちこちにできていると聞いていて、ああ、いいなと思っていたんですが、船員の方に尋

ねたらありませんと言われてしまって、部屋の通路に置いていました。皆さん部屋の通路

に置いているので、通路が、半分ぐらいの狭さになってしまって、ちょっと不便だなとい

うふうに思いました。もしかしたら、船員の方もよくわかっていなかったのかということ

もありますけれども、新しくなったばっかりで、その辺はこれから調べてみないとわかり

ませんけれども、使い勝手がわからないこともあって、いろんなケースが出ているのかな

というふうにも思います。 

  いずれにしろ、利用方法の周知など、村民だよりに掲載されていたのを何度読んでもわか

りにくいところもあります。もっとわかりやすく統一したシステムを構築していって、島
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民の足を利用しやすくしていくことというのが重要かと思います。村としては今後どのよ

うに考えるか、伺いたいと思います。 

○議長（池田 望君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 安藤議員のご質問にお答えしたいと思いますが、まず

今回の新しいおがさわら丸、あるいはははじま丸の建造に当たりましては、それまで旧船

に対するいろいろな改善点、そういったご意見がいっぱいありましたので、それを踏まえ

ながら村のほうで村民の方のご意見を、ハード・ソフト、両面において小笠原海運はじめ

関係機関の方々に要望として提出をしたところでございます。いろいろ議論していただい

た結果出した要望の多くを聞き入れていただいて、今の新しいおがさわら丸、あるいはは

はじま丸に至ったという経過があります。 

  安藤議員もご説明の中でおっしゃっていましたが、新しい船に対する村民の方からの村に

対する声も、多くは感謝の声でございます。担当課としましても、ご尽力いただいた小笠

原海運、それから関係機関の皆様方に改めてこの場で感謝申し上げたいと思っております。 

  ただ、とはいえ運用が始まって、実際に乗船された後、また違った見方でいろんなご意見

が出ているところかと思います。先ほど話も出ていましたが、インターネット予約など、

新しい船が就航するに伴って新しい仕組み、制度、そういったものも幾つか入っておりま

す。そういったところで、私ども村としましては村民目線で、村民の方に利用がしやすい

のかしにくいのか、そういったことでしにくいと思ったことについては、その都度小笠原

海運には申し入れて改善をしてきていただいているところでございます。今後も村のほう

でそういうふうに感じたことにつきましては、その都度同じように申し入れていきたいと

考えています。あわせて、高齢者の方、特に基本的なところですね、さっき切符の購入と

いう話も出ましたが、２カ月前から切符が購入できるなどの、そういった船の利用に関す

る基本的な事項につきましても、改めて小笠原海運のほうに広報を周知徹底していただき

たいという申し入れをしていきたいというふうに考えております。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） よろしくお願いできればと思います。やはりここに住んでいる人がな

かなか使いにくいということもあったら、その辺は改善するしかないのかなというふうに

思います。本来は小笠原海運とか伊豆諸島開発がそういう問題点を、村民から意見聴取と

かするべきことなのかもしれませんが、村民が一人一人小笠原海運にいろいろ言っても、

同じようなことをいろいろ言っていくのかもしれませんので、その辺の集約というのはや
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はり村としてしていただいたほうがいいのかなというふうに思います。 

  その中で、今後の対応をどのようにしていくつもりでいるのか、その意見交換の場を設け

ていくのかなどの所見を伺いたいと思います。 

○議長（池田 望君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 安藤議員ご承知のとおり、航路に対する意見を集約す

る場としまして、おがさわら丸に対しては小笠原航路検討委員会が、ははじま丸について

は母島のアクセスを考える会が既にございます。おがさわら丸に関しましては、来年度の

上期の運航スケジュールが事務的には届いておりまして、それを検討するために、来週、

航路検討委員会を開催する予定なんですが、その開催に当たりましては、構成する団体に

対しまして、新造船に対する改善要望なり意見なりもあわせて提出していただくよう求め

ているところでございます。 

  村としましては、委員会を通しまして、そこで意見の集約をし、整理した上で、適切な時

期に小笠原海運に対しまして改善の要望を申し入れていきたいと、今の時点ではそういう

ふうに考えているところでございます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） こういう検討委員会とかになると、どうしても代表者が出るというの

が多く、細かい末端の本当の意見が吸い上げにくいところもあるかなと思います。できれ

ば、個々の住民の方々の意見も個別に集約できたらいいのかなと思っていたんですが、そ

の辺も今後何か検討していただけたらありがたいなと思います。もっと利用しやすい、使

いやすい船になれば、島民にも観光客にも喜ばれて、安全で安心して利用できるのではな

いかというふうに思います。船を大切に使うこと、きれいな使い方が浸透していけば、気

持ちよく利用できると思いますので、そういう意味でも小笠原海運や伊豆諸島開発と協力

しながら実施できるように、いろいろな機会を設けてぜひ申し入れをしていただきたいと

思います。船員の方とか小笠原海運の事務所の方々とも、24時間の船旅がにこやかな心地

よい空間になってくれればありがたいなと思いますので、そのことをよろしくお願いして、

本日の質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

          ◇ 稲 垣   勇 君 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 
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○６番（稲垣 勇君） ６番、稲垣 勇です。１点、よろしくお願いします。 

  蝙蝠谷農業団地について、これは東京都・国の関係ですけれども、これまで蝙蝠谷農業団

地を利用していた法人が、今年３月末で土地の賃貸契約を解除しました。今月末で東京都

へ土地の返還がなされたようでございます。その後の蝙蝠谷農業団地についての活用を、

村として東京都とどのような話を進めているのか、お聞かせください。よろしくお願いし

ます。 

○議長（池田 望君） 村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 稲垣議員の蝙蝠谷農業団地についてのご質問ですが、

こちらも具体的なご質問でございますので、担当課長より答弁をさせていただきます。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 蝙蝠谷農業団地でございますが、稲垣議員のご質問にありま

すように、平成28年３月末に東京都と農事組合法人フルーツランド海原との土地賃貸借契

約が解除され、今月末までに東京都へ引き渡すこととなってございます。 

  その後の活用につきましては、事業主体でございます東京都が検討されておりまして、村

には関わり方などの相談など、また硫黄島旧島民定住促進施策として国の補助を受けて整

備してきたことから、国交省との協議が行われているところでございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 今年度４月だったと思いますけれども、開催された農業委員会におい

ても母島の委員から、農地の少ないこの島の農業振興のためにも、あのまま放置されたま

まではなくて、早く何とか利用できる方向で、一般の農家にも貸し出しできるような形で

村も関わっていただきたいという要望が、たしかあったと思います。東京都の人も、ちょ

うどそのときにいて、東京都の支庁の産業課の担当者からこうですよという説明がありま

した。そのときに、村の農業委員会ですので、村の担当者もいたわけですけれども、申し

入れがあってからどういう対応をしてきたのか、もう一度聞かせてください。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 村としましては、硫黄島の旧島民対策としての配慮は残しつ

つ、早く農業振興に資するように東京都には申し入れをしているところでございます。 

  農業者からは、現在農地が不足している中で、既に整備されております蝙蝠谷を利用した

いという声は担当課にも届いてございます。東京都からの協議の申し入れにつきましては、

総務局及び産業労働局など関係各局で諸課題を整理するに当たり、村への相談や資料の提
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供などの依頼を受けているところでございます。引き続き積極的に協力していく考えでご

ざいます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） この事業は、最初、一般の廃棄物というか残土捨て場で整備されて、

島の農業者、島民の方からもあれだけきれいになったところを農地として使う方向で考え

てほしいということで、営農を希望する会をつくって東京都のほうにも、整備をしてほし

いという要望書を出して農地として使える形ででき上がった矢先、急に硫黄島の旧島民対

策事業として冠がつけられてしまって、一般の島民が、一般の農業者が使えない状態にな

りました。それを希望していた方からすれば、あれだけの農地が使われない。特に小笠原

の場合には冬がありませんので、半年農地を放置すると、次に使うには復旧にかなりの時

間がかかります。今、農業者がどうして急いでいるかというと、小笠原は冬に作付して、

夏に収穫します。夏というか４月ごろからパッションフルーツなんかは収穫がされるわけ

で、今、農作業としては、種をまいたり、作物を定植したりする時期になっているので、

何とか早い時期にあれを活用できないかという要望が出ております。 

  もう少し東京都も村も真剣にこの問題を取り組んでいただきたいと思いますが、この冠を

つけたままで何とか使える方向で東京都とも考えていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 村としましては、一般の農業者の方にも使っていただく方向

で東京都に打診をしているところではございますが、東京都が事業主体で、蝙蝠谷は国の

補助を受けた事業でございますので、一般農業者に貸せるか貸せないかの判断につきまし

ては、国と東京都の協議の結果を待ちたいと思っております。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 副村長にお聞きしたいんですけれども、先便で行政部長が訪問されて

います。たしか副村長も一緒に蝙蝠谷農業団地を視察したと思いますけれども、そのとき

の東京都の感触はどうだったでしょうか。 

○議長（池田 望君） 村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） ご質問に答える前に、先ほど、稲垣議員は農業者の

立場からお話しされましたが、農業者の方を責めることではなくて、私自身がこの硫黄島

旧島民の定住促進事業として蝙蝠谷が始まった当時、ちょうど硫黄島側を担当する部署に
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いて、よく覚えております。そのときに旧島民でお亡くなりになった方が、この事業が出

たときに、硫黄島旧島民のためという名をかたった農業振興を図ろうとするのは許せない

というような趣旨のことを言ったことをよく覚えております。それは、背景には農業者の

農地不足というのがありつつ、東京都や国がこの事業をどうやって立ち上げようとしたか

というときに、硫黄島旧島民対策を取り込んでやったと。ですから、そこはもうこれまで

関わってきた行政側の問題として整理をしなければいけない問題です。これにつきまして

は、当時の旧島民本人の方々がお亡くなりになったり、年数がたった結果として、今日村

長がいれば多分村長もこの件については非常に思い入れがあって、発言されたと思います

けれども、在住の旧島民を中心に、この農地の利用について改めて整理をするという努力

を、私も含めて行ってまいりました。そういう意味では、その整理がつきましたので、村

の考え方としては早く小笠原の農業振興に資するように使ってもらいたいというのを一つ

の思いで、東京都にも従来から伝えてきたところでございます。 

  ただ、東京都が事業主体でありながら国の補助を受けた硫黄島旧島民対策という冠がある

ので、それをどうやって今度は個人の農業者に貸していくかというような課題がございま

す。 

  これらの整理をずっとしようとしていながら、なかなか整理がつかないという状況でござ

います。私も先日、行政部長と一緒に蝙蝠谷を視察しました。今、返還に向けて農業法人

の海原が片づけをしたきれいな農地も一部ございますので、それを見れば当然農業者とし

ては早く使いたいという思いを持つのはよくわかっております。行政的な整理と、それか

ら現場を見た中での乖離というのがあろうかと思います。行政部長本人は東京都の内部で

いろいろな決定をした中で、こういう方針でというのが下の方々から上がっていくんだと

思っています。先日の視察の中で同行された担当課長や課長補佐とは別途意見交換をして

おりますので、まず蝙蝠谷の農地が今すぐというのは、なかなかいろんな課題が整理つか

ないと思いますが、一刻も早く小笠原農業振興に資するようにということで村は動いてい

るということでご理解いただければと思います。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 村長が病気療養のため休んでいるわけですけれども、村長が退院して

公務に復帰できるようになったら、農業振興のためにこの問題をできるだけ早い時期に政

策として解決できる方向で動いていただきたいと思います。この問題、宿題として渡して

おきますので、また出したいと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（池田 望君） 村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 東京都からは、以前から村長も私も相談を受けてお

りまして、今長く話してしまいましたが、端的に言いますと、村としては蝙蝠谷をぜひ農

業振興に活用してほしいということで、総論としては確立しておりますので、今すぐ使い

たいとか、どういう使い方をするのか、どういう貸し方をするのかという、今度は各論の

話に進めていきたいと思っておりますので、そのあたりはまた東京都や国とも一緒に協議

を進めて、逐次ご報告をさせていただきたいと思います。 

○議長（池田 望君） ありがとうございました。 

  以上で一般質問は終了しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（池田 望君） お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、本日の会議を終了します。 

  次回は、明日９月９日午後２時から会議を開きます。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ありがとうございました。 

（午前１１時３１分） 
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第１９ 認定第 ３号 平成２７年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて 
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第２５ 認定第 ９号 平成２７年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

           ついて 

第２６ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第２７ 発議第 ３号 議員の派遣について（案） 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（池田 望君） これより本日の会議を開きます。 

（午後２時） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○議長（池田 望君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎報告第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） それでは、これより本日の日程に入ります。 

  日程第１、報告第５号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） お手元の１ページをお開きください。 

  報告第５号 平成28年度小笠原村一般会計補正予算（第２号）（専決処分）。 

  上記の報告を承認されたい。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご説明いたします。 

  ２ページをお開きください。 

  専決処分書。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件

について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 

  平成28年度小笠原村一般会計補正予算（第２号）。 

  （別紙） 

  平成28年６月27日。小笠原村長、森下一男。 

  専決処分理由。 
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  東京都知事選挙の執行のため、予算の増額の必要性が生じたが、議会を招集する時間的余

裕がないことが明らかであると認め、専決処分するものである。 

  続きまして、４ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村一般会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ346万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ40億7,445万9,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成28年６月27日。小笠原村長、森下一男。 

  ５ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の６ページに歳出の記載がございます。 

  説明につきましては、予算説明書の中でさせていただきます。 

  ６の２、３ページをお開きください。 

  第１ 歳入歳出予算補正。歳入歳出の総括でございます。 

  続きまして、６の４、６の５ページをお開きください。 

  款項目を読み上げました上で、節の計上説明をさせていただきます。 

  都支出金、都委託金、総務費都委託金、都知事選挙費346万1,000円につきましては、都知

事選挙費都委託金を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額40億7,099万8,000円、補正額346万1,000円、計40億7,445万9,000円。 

  歳入は以上でございます。 

  続きまして、６の６、６の７ページをお開きください。 

  総務費、選挙費、都知事選挙費、報酬から工事請負費までの７節、合計346万1,000円につ

きましては、都知事選挙費執行に必要な経費を計上したものでございます。 

  ３節、職員手当等、こちらに補正計上がございました関係で、そのあと給与費の明細書の

変更がございます。今回、職員手当等が増額となったことに伴いまして、給与費の明細書

更新をさせていただいております。 
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  説明につきましては以上でございます。よろしくご承認のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  報告第５号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり承認されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎報告第６号の上程、説明、質疑 

○議長（池田 望君） 日程第２、報告第６号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 報告の１ページをお開きください。 

  報告第６号 出資法人の経営状況について。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  （提案理由） 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき、議会に報告する

必要があるためでございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） ２ページをお開きください。 
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  出資法人等経営状況報告書について説明させていただきます。 

  初めに、法人の概要についてでございます。 

  名称は小笠原ラム・リキュール株式会社、以下目的、設立年月日等はお手元の資料のとお

りでございます。 

  次に、平成27年度事業概要でございますけれども、販売成績や売上高は以下の表のとおり

でございます。前期と比較しまして、特にラム酒の小瓶と無人酒の小瓶の減少が顕著であ

りますが、これは母島観光協会が実施した海底熟成ラム酒試験事業が前期において終了し

たことによる減が大きな要因となっております。 

  次に、３ページをお開きください。 

  平成27年度決算書になりますが、（１）から（４）の貸借対照表、損益計算書、剰余金計

算書及び損失処分計算書は記載のとおりでございます。 

  なお、（３）の剰余金計算書の下の米印の部分ですけれども、前期繰越損失額に当期利益

を加えた当期末処理損失額はマイナス702万4,152円となっております。 

  （４）の損失処分計算書における次期繰越損失も702万4,152円となります。 

  次に、４ページをお開きください。 

  平成28年度における事業計画でございます。 

  まず、母島観光協会が試験事業として、平成26年度に実施した海底熟成ラム酒の事業化を

進め、平成27年７月に販売開始した無人酒に加え、ラインアップの充実を図りたいと考え

ております。 

  ②としまして、内地向け販売促進の強化、③としまして島民からも愛される地酒を目指し

ます。 

  次に、④予算の下のほうになりますけれども、経常利益は220万円を目指し、当期末未処

分利益をマイナス482万4,152円まで持っていきたいと考えております。 

  報告は以上でございます。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

  一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） この報告書を見ますと、大分いろんな課題が見えてくるなと感じてお

ります。 

  まず、売上高ですけれども、昨年度と比べるとこれ大幅に減少していますよね。全体で



－４０－ 

25％売り上げが下がっている、これは非常に大きな課題だなと認識しています。まず、こ

れだけ下がった理由を教えてください。 

○議長（池田 望君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） 前年比、数字自体は本数、また売上額とも大幅に下がっており

ます。 

  その大きな要因は、先ほど総務課長からの報告にもありましたように、前期におきまして

母島観光協会が実施した海底熟成ラムの試験事業というようなものがありまして、当時そ

れに協力させていただいて、ラム酒の小瓶を900本、また無人酒を900本、それぞれ出荷し

たところでございます。それが、平成27年期におきましてはその分が減ったということで、

実質的に本数、販売金額も減ったというところがあります。 

  それを除いても前期と比較した場合、それぞれ本数、販売額とも若干下がっております。

それにつきましては、前期と比べて観光客が1,000人強減っているというようなことがあり

まして、おおよそそれが原因だろうというふうに分析しているところでございます。 

  トータルの数字としては、母島の海底熟成ラムの数字を除いた数字も、世界自然遺産の登

録がかなった年の２年ぐらい前の数字よりは多少いい数字ではあるんですけれども、ただ

今回は前期と比較すると先ほどのような要因があって大幅な減になったというふうに分析

しております。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 今の、海底熟成ラム酒のほうに回したから売り上げ減という説明では

よくわからなかったんですけれども、全体的に観光客も減ったというところでこれだけ下

がったということが大きな原因なのかなと感じております。 

  また一方、平成28年度の計画ですけれども、この予算案がラム酒の売上高850万円、これ

今期580万円ですよね。無人酒はいいとしてもパッション・リキュール、700万円今年度見

込んでおりますけれども、前期は400万円ですよね。これ計画に無理があるんじゃないかと

思うんですけれども、これはどういうことを根拠に850万円とかパッション・リキュールが

700万円に伸びるとか、それだけの事業計画があるのか。これ事業計画を見ても海底熟成ラ

ム酒というのは新しく出てきたことですけれども、内地向け販売促進の強化とか、あと、

島民からも愛される地酒を目指すというのも去年と変わらないと思うんですけれども、こ

れだけの営業収益、売上高を伸ばせられる根拠は何ですか。 

○議長（池田 望君） 母島支所長、湯村君。 
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○母島支所長（湯村義夫君） 平成27年度期におきまして、その下半期ですが、一つは冷却機

が故障しまして、下半期におきまして商品を製造することが不可能な状態が続いてしまい

ました。そんなこともあって平成27年度期については全体の資産の中の数字そのものが大

幅に下がったというようなことがあります。それは半製品という項目の部分ですけれども、

それが非常に大きかったというようなこと。それともう一つは平成26年度期に今までにな

く非常に業績がよかった。その原因というのは先ほど言った母島観光協会の事業に協力し

て販売数が伸びたということがあるんですが、それ自体の税金が平成27年度期に大幅にか

かってきたというようなことがありまして、それが平成27年度期の中で反映されてしまっ

たので、先ほどの数字全体では大幅に下がったというようなことがあるんですが、その税

金も160万円ぐらいになりますでしょうか、それ自体はまた例年の数字に戻るだろうという

ふうに見越しております。そういったこともあって、おおよその予算としてこのような数

字を見込ませていただいたところでございます。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 税金の支払いと売上高は関係ないとは思うんですけれども、昨年つく

れない時期があったということですが、それは何カ月ぐらいで、それが売上高の何％ぐら

い影響したんですか。 

○議長（池田 望君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） その冷却機そのものが故障したのが昨年の８月で、修理等が全

部終わったのが今期の６月ということで、前期につきましては下半期の大部分はお酒の製

造ができなかったと、こういうような状況でございました。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 去年の８月から今年の６月までつくれなかったということですね。そ

れでは売り上げが下がるのは仕方がないといえば仕方がないですけれども、お酒がつくれ

なかったということがまず許されるのかどうかという根本的な経営上の課題があるのかな

と今感じた次第です。 

  最後に副村長にお伺いしたいと思います。 

  この報告書を見て、率直にどのように感じましたか。 

○議長（池田 望君） 村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 議会の事前の議案の調整の前にもこの売り上げが下

がった経緯、昨年の報告の際には400万円近い売り上げを出して、前期までの損失を339万
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円まで落とすことができていましたので、なぜそうだったのかを、一木議員と同じように

分析しておくようにという指示はしていたところです。 

  私も担当者から若干説明を聞いていたのですけれども、海底熟成ラムはあくまでも母島の

観光協会が二次的な製品として今後できれば発売をしたいということで、ラム酒、無人酒

をそれぞれ小瓶900本ずつ買い取りましたので、平成26年度は大きな収益になっていたけれ

ども、平成27年度はそれがなくなったので、まずこの部分は減少、それと観光客に多く利

用されているラム酒、リキュールについては台風等でお客さんが減りましたので、売り上

げも多少は落ちたんだろうということは理解できました。 

  あと、機械の故障については、貯蔵品で販売をしていたので、むしろ今年その影響が若干

出るのかどうかというところが心配されます。 

  そういう意味では、基本的には会社としてどのような予算を組むかというところではあり

ますけれども、議員がご指摘のように平成27年度の予算と今年の平成28年度の予算、余り

数字的には変わらない予算を立てていることについては、会社への指導というか、きちっ

とした見込みを立てた予算づくりというのは今後指導しなくてはいけないかなというふう

に感じております。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） わかりました。お酒は製造できなかったけれども、平成27年度に関し

ては在庫で対応ができたということで、いいのかなと思いますけれども、今回は報告とい

うことなんでこの程度にとどめたいなとは思うんですけれども、私自身も水商売をやって

いて、内地に水を売っている立場でありまして、この経営方針、営業の仕方、広報宣伝の

仕方とかは、いろんな意見を持っていますので、今後またこれは指摘をしていきたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） ほかに質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、以上をもって本報告は終了しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎報告第７号の上程、説明、質疑 

○議長（池田 望君） 日程第３、報告第７号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 
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  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 報告の１ページでございます。 

  報告第７号 平成27年度小笠原村健全化判断比率及び資金不足比率の報告について。 

  上記について監査委員の意見を付けて報告する。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  （提案理由） 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項及び第22

条第１項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて、議会に報告する必要があるためで

ございます。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご説明いたします。 

  ２ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村健全化判断比率及び資金不足比率報告書。 

  健全化判断比率でございます。 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、この４項目につきま

して、数字がございますのが実質公債費比率でございます。11.2％という数字がございま

す。昨年度ご報告させていただきましたときには12.7％ということで、1.5ポイントマイナ

ス、いい方向にいってございます。これは25％を超えますと早期健全化基準を超えるとい

うことになりまして、財政健全化計画の策定を義務づけられるものでございますけれども、

その心配もないという指標が出てございます。 

  また、資金不足比率につきましても、簡易水道事業特別会計、浄化槽事業特別会計ともに

資金不足比率に数値は出てまいりません。 

  ３ページ目をお開きください。 

  ９月５日付で小笠原村代表監査委員、小笠原村監査委員の方から意見書をいただいており

ます。 

  この意見書の中におきましても、４ページをお開きください、実質公債費比率11.2％、昨

年度12.7％というところで、この２項目のみ数値が入っているところでございます。 

  個別の意見が次の５ページにございます。 
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  各比率について発生していない、発生していない、それから下回っている、発生していな

い、発生していないという意見のもとに、その他の項目で実質公債費比率が下がった要因

は、平成24年度、平成25年度、２カ年にわたりまして村債の任意繰上償還が行われたこと

によるものであるということとともに、今後の施設整備に伴って新たな起債により実質公

債費比率が再度上昇傾向に転じないよう、健全な財政運営に努められたいというご意見を

いただいているところでございます。 

  説明につきましては以上でございます。 

○議長（池田 望君） 提案者の説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。よろしいですか。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、以上をもって本報告は終了しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第４、議案第35号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 議案第35号 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  （提案理由） 

  非常勤の職員の報酬について、東京都最低賃金の改正動向を踏まえ、適正な水準に改正す

る必要が生じたためでございます。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） ２ページをお開きください。 

  非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）でございます。 

  非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和43年条例第５号）の一部を次のよう
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に改正する。 

  第４条第２項第２号中「、図書司書」を削る。 

  別表図書司書の項を削り、同表保健師の項中「12,500円」を「12,900円」に改め、同表看

護師の項中「11,500円」を「11,900円」に改め、同表准看護師の項中「10,000円」を

「10,300円」に改め、同表理学療法士の項中「11,500円」を「11,900円」に改め、同表保

育士の項中「10,000円」を「10,300円」に改め、同表保育補助員の項中「8,000円」を

「8,300円」に改め、同表特別支援教育補助員の項中「10,000円」を「10,300円」に

「8,000円」を「8,300円」に改め、同表調理員の項中「9,000円」を「9,300円」に「8,000

円」を「8,300円」に改め、同表医療事務員の項中「8,000円」を「8,300円」に「7,200

円」を「7,400円」に改め、同表介護福祉士の項中「10,000円」を「10,300円」に改め、同

表介護員の項中「9,000円」を「9,300円」に改め、同表介護補助員の項中「8,000円」を

「8,300円」に改める。 

  附則。 

  （施行期日） 

  この条例は、平成28年10月１日から施行する。 

  次のページに新旧対照表を添付しております。ご参考にしてください。 

  よろしくご審議お願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。よろしいですか。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第35号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 
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  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第５、議案第36号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 議案第36号 小笠原村保育の必要性の認定基準に関

する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  （提案理由） 

  子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第20条第３項に基づき、小学校就学前の子

どもの保育必要量の認定基準について必要な事項を定める必要があるためでございます。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） ７ページをお開きください。 

  新規条例になりますので、全条文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  小笠原村保育の必要性の認定基準に関する条例（案）。 

  （趣旨） 

  第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」とい

う。）第20条第３項に基づき、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるもの

とする。 

  （定義） 

  第２条 この条例において「保育必要量」とは、月を単位として内閣府令で定める期間に

おいて施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を

支給する保育の量をいう。 

  （認定区分） 

  第３条 保育必要量の認定の区分は、法第19条第１項各号に規定するところによる。 

  （認定基準） 
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  第４条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、

事由、区分及び優先利用に基づき行う。 

  ２ 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

  （１）就労。 

  （２）妊娠又は出産。 

  （３）保護者の疾病又は障害。 

  （４）同居又は長期入院等をしている親族の介護又は看護。 

  （５）災害復旧。 

  （６）求職活動。 

  （７）就学。 

  （８）虐待のおそれ又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成

13年法律第31号）第１条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を

行うことが困難である。 

  （９）育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であるこ

と。 

  （10）前各号に類する事由であると村長が認める場合。 

  ３ 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

  （１）保育標準時間 保育必要量として１日11時間までの利用に対応するものをいう。 

  次のページをお願いいたします。 

  （２）保育短時間 保育必要量として１日８時間までの利用に対応するものをいう。 

  ４ 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合を

いう。 

  （１）ひとり親家庭。 

  （２）生活保護世帯（就労による自立支援につながる場合等）。 

  （３）生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合。 

  （４）虐待のおそれや配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13

年法律第31号）第１条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行

うことが困難である場合又はその他社会的養護の必要性がある場合。 

  （５）子どもが障害を有する場合。 

  （６）育児休業明け。 
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  （７）兄弟姉妹（多胎児を含む。）が同一の保育所等の利用を希望する場合。 

  （８）小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童。 

  （９）その他村長が定める場合。 

  （保育必要量の認定） 

  第５条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、

家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第１項第１号に

規定する保育必要量の認定を行うものとする。 

  ２ 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭

において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状

況により、法第19条第１項第２号又は第３号に規定する保育必要量の認定を行うものとす

る。 

  （認定期間） 

  第６条 保育必要量の認定期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受

ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。 

  （１）子ども・子育て支援法第19条第１項第１号又は第２号に該当する場合は小学校就学

の始期に達するまでの期間。 

  （２）法第19条第１項第３号に該当する場合は満３歳に達するまでの期間。 

  ２ 前項各号の規定にかかわらず、第４条第２項第６号に該当する場合の期間は、90日と

する。 

  （委任） 

  第７条 この条例に定めるもののほか、保育必要量の認定の基準に関し必要な事項は、村

長が別に定める。 

  附則。 

  （施行期日） 

  １ この条例は、平成28年10月１日から施行する。 

  （適用） 

  ２ この条例施行の際現に教育・保育施設に入園中の児童については、その状況を確認し、

速やかに子ども・子育て支援法第19条第１項第２号に規定する保育必要量の認定をするも

のとする。 

  説明は以上でございます。 
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○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。よろしいですか。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第36号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第６、議案第37号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 議案第37号 小笠原村保育所条例の一部を改正する

条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  （提案理由） 

  子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の改正に伴い、保育の実施の決定条件に保

育の必要性の認定基準に該当することを加える必要が生じたためでございます。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 11ページをお開きください。 
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  小笠原村保育所条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村保育所条例（昭和53年３月24日条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「保育の実施を希望する保護者は、」の前に「小笠原村保育の必要性の認定基準

に関する条例（平成28年小笠原村条例第▼号）第５条の認定を受けた」を加え、同条後段

を削る。 

  別表（第６条関係）備考第５項中「等（注１）」を削る。 

  別表（第６条関係）備考第７項後段を削る。 

  附則。 

  この条例は、平成28年10月１日から施行する。 

  次のページから新旧対照表を添付しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 提案者の説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第37号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第７、議案第38号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 
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  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 議案第38号 小笠原村母島保育所条例の一部を改正

する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  （提案理由） 

  子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の改正に伴い、保育の実施の決定条件に保

育の必要性の認定基準に該当することを加える必要が生じたためでございます。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 16ページをお開きください。 

  小笠原村母島保育所条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村母島保育所条例（平成12年９月21日条例第25号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中第１項中「保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申込書を村長に提出し、

保育の実施の決定を受けなければならない。」の前に「小笠原村保育の必要性の認定基準

に関する条例（平成28年小笠原村条例第▼号）第５条の認定を受けた」を加える。 

  第６条中「なお、既納の保育料は還付しないものとする。」を削る。 

  附則。 

  この条例は、平成28年10月１日から施行する。 

  次のページに新旧対照表を添付しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 
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          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第38号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 続きまして、日程第８、議案第39号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 議案第39号 平成28年度小笠原村一般会計補正予算

（第３号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご説明いたします。 

  20ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村一般会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億8,760万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ43億6,206万4,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成28年９月８日。小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 
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  21ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の22ページに歳出の説明がございます。 

  続きまして、23ページをお開きください。 

  第２表 地方債補正。 

  起債の目的、臨時財政対策債でございます。補正前と補正後で変更がございますのが限度

額でございます。限度額を8,420万円から8,270万円へ、150万円のマイナスをしてございま

す。 

  続きまして、23の２、３ページをお開きください。 

  第１ 歳入歳出予算補正。 

  歳入歳出の款ごとの総括でございます。 

  内容につきましては、23の４ページ以降、説明のほうをさせていただきたいと思います。 

  まず、歳入でございます。 

  説明につきましては、款項目を読み上げました上で節の計上説明をさせていただきます。 

  地方特例交付金、地方特例交付金、地方特例交付金、地方特例交付金のマイナス37万

1,000円につきましては、地方特例交付金減額分を計上したものでございます。 

  地方交付税、地方交付税、地方交付税、普通交付税の１億8,429万8,000円につきましては、

普通交付税の増額分を計上したものでございます。 

  今年度、普通交付税、大きく増額となってございますけれども、要因といたしましては、

昨年度、平成27年度に実施されました国勢調査によりまして、小笠原村の人口が2,785から

3,023と300弱人口が伸びたことが一番の大きな要因でございます。 

  もう一つは、この三、四年、国の補正によりまして父島の浄水場をその補正予算を利用し

まして実施したことに伴いまして、それに付随して起債を起こしたものが補正予算債とい

うことで起債を認められまして、その補正予算債の償還が始まるに当たりまして、その償

還部分が交付税の需要として算定をされてきたということが原因となってございます。 

  続きまして、国庫支出金、国庫補助金、民生費国庫補助金、臨時福祉給付金の190万1,000

円につきましては、臨時福祉給付金給付事務費増額分を計上したものでございます。 

  都支出金、都補助金、衛生費都補助金、へき地医療費の40万円につきましては、へき地医

療費増額分を計上したものでございます。 
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  目、教育費都補助金、保健体育費の44万8,000円につきましては、保健体育費増額分を計

上したものでございます。 

  寄附金、寄附金、指定寄附金、教育費寄附金の200万円につきましては、教育費の寄附金

を計上させていただいております。これを原資といたしまして、後ほど歳出で説明させて

いただきますけれども、進学助成基金への積み立ての原資とさせていただいているところ

でございます。 

  繰入金、特別会計繰入金、介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計繰入金、介護保険

（介護サービス事業勘定）特別会計繰入金の26万2,000円につきましては、介護保険（介護

サービス事業勘定）特別会計繰入金を計上したものでございます。 

  目、下水道事業特別会計繰入金、下水道事業特別会計繰入金の104万9,000円につきまして

は、下水道事業特別会計繰入金を計上したものでございます。 

  目、浄化槽事業特別会計繰入金、浄化槽事業特別会計繰入金の61万6,000円につきまして

は、浄化槽事業特別会計繰入金を計上したものでございます。 

  これら３つの特別会計から一般会計に繰り入れをしてございます。 

  各年度で生じました余剰金につきましては、地方財政法の規定に基づきまして、その余剰

金の２分の１以上を基金に積み立てるという必要が生じるところでございますけれども、

基金を持たない会計におきましては、一般会計に繰り入れた上で一般会計において基金に

積み立てるという方法をとってございますため、特別会計からの繰り入れが発生してござ

います。 

  繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の9,826万7,000円につきましては、繰越金を計上したも

のでございます。 

  諸収入、雑入、雑入、雑入の23万5,000円につきましては、消防団員等公務災害補償等共

済基金からいただく助成金を計上させていただいております。 

  23の６、23の７ページをお開きください。 

  村債、村債、臨時財政対策債、臨時財政対策債のマイナス150万円につきましては、臨時

財政対策債減額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額40億7,445万9,000円、補正額２億8,760万5,000円、計43億6,206万4,000

円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  続きまして、23の８、23の９ページをお開きください。 



－５５－ 

  歳入同様、説明をさせていただきます。 

  総務費、総務管理費、一般管理費の工事請負費174万7,000円につきましては、この本庁舎

の海側の自動ドアが故障して今動かない状況になっております。これの修理に要する経費

を計上させていただいております。 

  続きまして、目、防災諸費、需用費の91万2,000円につきましては、防災無線設備のバッ

テリーの交換に必要な経費を計上させていただいております。場所は情報センター、母島

診療所、三日月山中継所でございます。 

  また、工事請負費の44万3,000円につきましては、北港の公衆電話、２年前に整備いたし

ましたけれども、北港方面からの連絡はできるんですけれども、集落からの連絡がまだ届

かないということもございます関係で、その公衆電話に警報設備を設置いたしまして、非

常時には近くにいる方々に異常を知らせるという設備の設置を予定しているところでござ

います。 

  民生費、社会福祉費、地域福祉センター管理費、備品購入費の40万9,000円につきまして

は、蔵書増に対応するために図書室のほうに固定式の本棚を購入するための経費を計上さ

せていただいております。 

  目、国民健康保険費、繰出金1,519万5,000円につきましては、国民健康保険特別会計への

繰出金、その他一般会計繰出金の増額分を計上したものでございます。 

  目、年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費、委託料の190万1,000円につきましては、給

付金システムの導入作業、また保守委託に要する経費を計上させていただいております。 

  衛生費、保健衛生費、火葬場管理費、委託料の50万円につきましては、父島の火葬場の酸

素濃度計が故障をしてしまいまして、自動運転ができないような状況になってございます。

この交換に要する経費を計上させていただいております。 

  続きまして、目、診療所運営費でございますけれども、東京都の補助金増額に伴いまして

財源更正をさせていただいております。 

  項、清掃費、下水道費、繰出金マイナス181万9,000円につきましては、下水道事業特別会

計への繰出金減額分を計上してございます。 

  項、上水道費、簡易水道費、繰出金の281万8,000円につきましては、簡易水道事業特別会

計への繰出金増額分を計上させていただいております。 

  後ほど、特別会計の補正予算のほうを説明させていただきますけれども、下水道事業特別

会計、簡易水道事業特別会計の事業費が増減したことに伴いまして、一般会計からの繰入
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金が増減するものでございます。 

  続きまして、土木費、次のページ、お開きください。 

  河川費、河川総務費、工事請負費の60万1,000円につきましては、母島集落内にございま

す水路の改修に必要な経費を計上したものでございます。 

  消防費、消防費、非常備消防費の需用費23万6,000円につきましては、消防団員の公務災

害等の共済基金からの助成によりまして、ウインドブレーカーを購入するための経費を計

上したものでございます。 

  教育費、教育総務費、事務局費の貸付金につきましては、奨学金の貸付事業費の増額分を

計上したものでございます。当初予算におきましては11名想定してございましたけれども、

12名の申し込みがございました関係で不足分を今回補正計上させていただいております。 

  項、保健体育費、保健体育総務費、報償費から備品購入費まで計56万円でございますけれ

ども、平成28年、今年度10月から来年の６月にかけまして、リオデジャネイロから引き継

ぎましたオリンピック・パラリンピックのフラッグが東京都内62の区市町村を回るという

フラッグツアーというのが行われます。小笠原村の予定が10月の上旬となってございます

けれども、これに伴いセレモニー、それからアスリートの方がいらっしゃるともお聞きし

ています。この方の教室、講演会等に要する経費を計上しております。経費につきまして

は、先ほど歳入でもご説明しましたけれども、44万8,000円、５分の４を東京都の補助金で

いただくことになってございます。 

  目、体育施設費、委託料の58万7,000円につきましては、母島評議平のテニスコートの照

明の取りかえ作業委託に要する経費を計上させていただいております。 

  諸支出金、基金費、財政調整基金費の積立金１億6,343万円につきましては、財政調整基

金への積立金を計上したものでございます。 

  また、目、減債基金費、積立金の9,791万7,000円につきましては、減債基金積立金の増額

分を計上したものでございます。 

  23の12、23の13ページをお開きください。 

  その他基金費、積立金200万円につきましては、進学助成基金積立金を計上したものでご

ざいます。この財源につきましては、先ほど歳入のほうでも説明をさせていただきました。

杉田建設興業株式会社から200万円の寄附をいただき、この進学助成基金に積み立てを行う

ものでございます。 

  項、諸費、国庫支出金返納金、償還金利子及割引料の35万円につきましては、臨時福祉給
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付金事業費補助金の返還金を計上したものでございます。 

  目、国有財産管理受託事業清算金、償還金利子及割引料のマイナス48万2,000円につきま

しては、国有財産の管理受託事業の清算金を多目に見積もってございましたけれども、事

業との兼ね合いで清算のため返還する額が減ったことから、今回予算のほう、マイナスを

させていただくものでございます。 

  歳出合計、既定額40億7,445万9,000円、補正額２億8,760万5,000円、計43億6,206万4,000

円。 

  説明につきましては以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（池田 望君） ありがとうございました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。質疑はございませんか。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第39号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４０号から議案第４５号までの上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 次に、日程第９、議案第40号から日程第14、議案第45号までの議案６

件を一括議題とします。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、議案６件を一括議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 
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  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 議案第40号から第45号までを一括して提出させてい

ただきます。 

  議案第40号は平成28年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（案）、議案

第41号は平成28年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）、議案第42

号は平成28年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第１号）（案）、

議案第43号は平成28年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算

（第１号）（案）、議案第44号は平成28年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第１

号）（案）、議案第45号は平成28年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第１号）

（案）、それぞれの議案を提出する。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） それでは、６つの特別会計の補正予算につきまして、説明をさせ

ていただきます。 

  26ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,703万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ３億9,799万9,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成28年９月８日。小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  27ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の28ページに歳出の補正内訳がございます。 
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  続きまして、28の２、28の３ページをお開きください。 

  第１ 歳入歳出予算補正。歳入歳出の款ごとの総括でございます。 

  続きまして、28の４、28の５ページをお開きください。 

  一般会計同様の説明をさせていただきます。 

  国庫支出金、国庫補助金、システム開発費等補助金、制度関係業務準備事業費補助金の

184万4,000円につきましては、制度関係業務準備事業費補助金を計上したものでございま

す。 

  繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金の1,519万5,000円につ

きましては、その他一般会計繰入金増額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額３億8,096万円、補正額1,703万9,000円、計３億9,799万9,000円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  28の６、28の７ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費、総務管理費、一般管理費、委託料の186万9,000円につきましては、国民健康保険

のシステム経費増額分を計上したものでございます。平成30年に国民健康保険の広域化が

予定されてございますけれども、それに伴うシステム改修を行うための経費でございます。 

  保険給付費、療養諸費、一般被保険者療養給付費、こちらにつきましては、繰入金増額に

伴いまして財源更正をさせていただいております。 

  項、高額療養費、一般被保険者高額療養費、負担金補助及交付金の1,457万2,000円につき

ましては、一般被保険者高額療養費増額分を計上させていただいております。 

  目、退職被保険者等高額療養費、負担金補助及交付金の10万1,000円につきましては、退

職被保険者等高額療養費増額分を計上させていただいております。 

  後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金、負担金補助及交付金の20

万7,000円につきましては、後期高齢者支援金増額分を計上したものでございます。 

  介護納付金、介護納付金、介護納付金、負担金補助及交付金の６万1,000円につきまして

は、介護納付金増額分を計上したものでございます。 

  諸支出金、１ページおめくりください。28の８、28の９ページでございます。 

  項、償還金及還付金、国庫支出金返納金、償還金利子及割引料10万5,000円につきまして

は、平成27年度特定健診・保健指導等の負担金の返納金を計上したものでございます。 

  目、都支出金返納金、償還金利子及割引料の12万4,000円につきましては、こちらは平成
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27年度特定健診・保健指導の東京都の負担金分の返納金を計上したものでございます。 

  歳出合計、既定額３億8,096万円、補正額1,703万9,000円、計３億9,799万9,000円。 

  国民健康保険特別会計につきましては以上でございます。 

  続きまして、31ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,157万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ６億1,642万8,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成28年９月８日。小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  32ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入でございます。款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の33ページに歳出の補正内訳がございます。 

  続きまして、34ページをお開きください。 

  第２表 地方債補正。 

  起債の目的、簡易水道事業整備債。補正前と補正後で変更がございますのが限度額でござ

います。8,930万円から9,740万円、810万円の増額をしてございます。 

  続きまして、34の２、34の３ページをお開きください。 

  第１ 歳入歳出予算補正。 

  歳入歳出の款ごとの補正の総括でございます。 

  続きまして、34の４、34の５ページをお開きください。 

  最初に歳入でございます。 

  国庫支出金、国庫補助金、簡易水道整備事業国庫補助金、簡易水道整備事業費1,791万

9,000円につきましては、簡易水道整備事業費増額分を計上したものでございます。 
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  都支出金、都補助金、簡易水道整備事業都補助金の簡易水道整備事業費1,083万1,000円に

つきましては、簡易水道整備事業費の東京都の補助金のほうを増額したものでございます。 

  繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金の281万8,000円につきましては、一般会計繰入

金増額分を計上したものでございます。 

  繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の191万円につきましては、繰越金増額分を計上したも

のでございます。 

  村債、村債、簡易水道事業整備債、簡易水道事業整備債の810万円につきましては、簡易

水道事業整備債の増額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額５億7,485万円、補正額4,157万8,000円、計６億1,642万8,000円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  34の６、34の７ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費、総務管理費、業務管理費、委託料の383万円につきましては、村の水道施設の整

備計画作成に要する経費を計上したものでございます。 

  建設改良費、建設改良費、建設改良費、需用費の53万円、工事請負費の3,530万8,000円に

つきましては、簡易水道施設整備費の増額分を計上させていただいております。父島にお

きましては第２原水調整池の工事請負費の増額、母島におきましては母島浄水場の改良工

事に要する経費の増額をさせていただいております。 

  諸支出金、基金費、簡易水道事業基金費、積立金の191万円につきましては、地方財政法

によります余剰金の積み立てのため191万円を計上させていただいたところでございます。 

  歳出合計、既定額５億7,485万円、補正額4,157万8,000円、計６億1,642万8,000円。 

  簡易水道事業特別会計は以上でございます。 

  続きまして、37ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,060万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ6,949万5,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金
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額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成28年９月８日。小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  38ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の39ページに歳出の補正内訳がございます。 

  続きまして、39の２、39の３ページをお開きください。 

  第１ 歳入歳出予算補正。 

  歳入歳出の款ごとの補正総括でございます。 

  続きまして、39の４、39の５ページをお開きください。 

  まず、歳入でございますが、繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の1,060万3,000円につきま

しては、繰越金を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額5,889万2,000円、補正額1,060万3,000円、計6,949万5,000円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  39の６、39の７ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金積立金、積立金の871万円につきましては、

介護給付費準備基金積立金の増額分を計上したものでございます。 

  諸支出金、償還金及還付金、国庫支出金返納金、償還金利子及割引料の８万7,000円につ

きましては、平成27年度の介護給付費負担金、地域支援事業費負担金の返納金に要する経

費を計上したものでございます。 

  目、都支出金返納金、償還金利子及割引料の52万7,000円につきましては、同じく平成27

年度介護給付費の、こちら東京都の負担金、それから平成27年度の地域支援事業交付金の

返納金に要する経費を計上させていただいております。 

  目、支払基金支出金返納金、償還金利子及割引料の93万9,000円につきましては、介護給

付費交付金、地域支援事業交付金の返納金に要する経費を計上させていただいておりま

す。 

  項、繰出金、一般会計繰出金、繰出金の34万円につきましては、平成25年度分の繰り戻し

必要分が生じておりました。その必要額34万円を計上させていただいたところでございま

す。 
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  歳出合計、既定額5,889万2,000円、補正額1,060万3,000円、計6,949万5,000円。 

  続きまして、42ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ26万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１億7,459万4,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成28年９月８日。小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  43ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の44ページに歳出の内訳がございます。 

  続きまして、44の２、44の３ページをお開きください。 

  第１ 歳入歳出予算補正。 

  歳入歳出の款ごとの総括でございます。 

  続きまして、44の４、44の５ページをお開きください。 

  繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の26万2,000円につきましては、繰越金を計上したもの

でございます。 

  歳入合計、既定額１億7,433万2,000円、補正額26万2,000円、計１億7,459万4,000円。 

  続きまして、44の６、44の７ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  諸支出金、繰出金、一般会計繰出金、繰出金の26万2,000円につきましては、一般会計繰

出金を計上したものでございます。一般会計に繰り出した上で基金に積み立てを実施いた

します。 

  歳出合計、既定額１億7,433万2,000円、補正額26万2,000円、計１億7,459万4,000円。 

  介護保険特別会計につきましては以上でございます。 

  続きまして、47ページをお開きください。 
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  平成28年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額からそれぞれ3,478万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ３億6,170万6,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成28年９月８日。小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  48ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の49ページに歳出の内訳がございます。 

  続きまして、50ページをお開きください。 

  第２表 地方債補正。 

  起債の目的、地域し尿処理施設整備債。補正前と補正後で変更がございますのが限度額で

ございます。１億5,680万円から１億4,070万円、1,610万円のマイナスでございます。 

  続きまして、50の２、50の３ページをお開きください。 

  第１ 歳入歳出予算補正。 

  款ごとの総括でございます。 

  50の４、50の５ページをお開きください。 

  国庫支出金、国庫補助金、地域し尿処理施設整備国庫補助金、地域し尿処理施設整備費の

マイナス1,791万9,000円につきましては、地域し尿処理施設整備費減額分を計上したもの

でございます。 

  繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金のマイナス181万9,000円につきましては、一般

会計繰入金減額分を計上したものでございます。 

  繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の104万9,000円につきましては、繰越金を計上したもの

でございます。 

  村債、村債、地域し尿処理施設整備債の地域し尿処理施設整備債のマイナス1,610万円に



－６５－ 

つきましては、地域し尿処理施設整備債減額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額３億9,649万5,000円、補正額マイナス3,478万9,000円、計３億6,170万

6,000円。 

  50の６、50の７ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  建設改良費、建設改良費、建設改良費、旅費のマイナス47万9,000円、需用費のマイナス

42万3,000円、工事請負費のマイナス3,493万6,000円、計マイナス3,583万8,000円につきま

しては、地域し尿処理施設整備費の減額分の計上をしたものでございます。 

  母島のし尿処理場の機械設備の更新に当たりまして、機器類の劣化状況の再点検を行いま

した結果、更新内容を見直す必要が生じまして、点検を行うことによって、まだ更新が必

要ないというところが発見されましたことから、この下水道事業会計の振興事業でござい

ますけれども、減額が可能となったことから減額をさせていただいております。 

  その減額分を、先ほどご説明いたしました簡易水道事業の事業費の増額分と振り替えたと

ころでございます。補助率は同じですけれども、東京都の支出金があるものとないものと

がございまして、必ずしもイコールとはなってございません。 

  諸支出金、繰出金、一般会計繰出金、繰出金の104万9,000円につきましては、一般会計繰

出金の増額分を計上したものでございます。他会計と同様に、一般会計に繰り出した上で

基金への積み立てを行います。 

  歳出合計、既定額３億9,649万5,000円、補正額マイナス3,478万9,000円、計３億6,170万

6,000円。 

  下水道事業特別会計につきましては以上でございます。 

  続きまして、53ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ61万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ2,076万9,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成28年９月８日。小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 
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  続きまして、54ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の55ページに歳出の内訳がございます。 

  続きまして、55の２、55の３ページをお開きください。 

  第１ 歳入歳出予算補正。 

  歳入歳出補正の款ごとの総括でございます。 

  55の４、５ページをお開きください。 

  繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の61万6,000円につきましては、繰越金を計上したもの

でございます。 

  歳入合計、既定額2,015万3,000円、補正額61万6,000円、計2,076万9,000円。 

  次のページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  諸支出金、繰出金、一般会計繰出金、繰出金の61万6,000円につきましては、一般会計繰

出金を計上したものでございます。一般会計に繰り出しを行いました上で、基金への積み

立てを行います。 

  歳出合計、既定額2,015万3,000円、補正額61万6,000円、計2,076万9,000円。 

  説明につきましては以上でございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（池田 望君） ありがとうございました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。よろしいですか。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。議案第40号

から議案第45号までの議案６件を一括して採決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 
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  議案第40号から議案第45号までに賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第15、議案第46号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 議案第46号 公有水面埋立てに対する意見について

（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  （提案理由） 

  公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第３条第１項の規定により、東京都知事より意見

を求められたので意見を申し述べたく、同条第４項の規定により、議会の議決を必要とす

るためでございます。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 次の57ページをお開きください。 

  公有水面埋立てに関する意見について（案）。 

  父島二見港港湾区域内公有水面埋立てについて、公有水面埋立法（大正10年法律第57号）

第３条第１項の規定により、東京都知事代理副知事安藤立美より意見を求められたので、

下記のとおり意見を申し述べたく、同条第４項の規定により、議会の議決を求める。 

  記。 

  平成28年７月４日付28港島管第163号をもって意見を求められた東京都知事舛添要一の出

願にかかる二見港港湾区域内公有水面埋立てについては、異存がない。 

  次の58ページに公有水面埋立ての概要、59ページに一般平面図を添付しておりますので、

参考にしてください。 
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  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第46号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第16、議案第47号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長職務代理者副村長、渋谷正昭君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 議案第47号 清瀬配水池建替工事請負契約の締結に

ついて（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  （提案理由） 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和54年条例第24号）

第２条の規定により、議会の議決に付す必要があるためでございます。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 
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○財政課長（江尻康弘君） 62ページをお開きください。 

  清瀬配水池建替工事請負契約の締結について（案）でございます。 

  清瀬配水池建替工事施工のため次のとおり工事請負契約を締結する。ただし、設計変更に

伴い必要があるときは、請負金額の２割以内において変更することができる。 

  記。 

  １、契約の目的、老朽化した清瀬配水池建替のためでございます。 

  ２、契約件名、清瀬配水池建替工事。 

  ３、契約の方法、指名競争入札。 

  ４、契約金額、１億6,740万円。 

  ５、契約の相手、株式会社ベルテクノ東京支店。 

  次のページに契約に関する資料を添付してございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（池田 望君） 提案者の説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。よろしいですか。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第47号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎認定第１号から認定第９号までの上程、説明、委員会付託 

○議長（池田 望君） 日程第17、認定第１号から日程第25、認定第９号までの認定９件を一
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括議題とします。 

なお、各会計の款別の金額の読み上げは省略したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、認定９件を一括議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長職務代理者副村長、渋谷正昭君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 認定第１号から認定第９号までを一括して提出させ

ていただきます。 

  認定第１号は平成27年度小笠原村一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第２号は平

成27年度小笠原村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第３号は平成

27年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第４号は平成27

年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５号は平成27年

度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第６号

は平成27年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、認定第７号は平成27年度小笠原村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、認定第８号は平成27年度小笠原村浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第９号は平成27年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。 

  それぞれについて認定されたい。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  詳細については担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） それでは、ご説明いたします。 

  製本された小笠原村決算、または先ほどＡ３の資料のほうをお配りしてございますけれど

も、こちらのほうをご覧いただければと思います。 

  まず、製本されたほうで説明を進めさせていただきます。 

  ４ページ、５ページをお開きください。 

  平成27年度の小笠原村決算の総括表でございます。 

  小笠原村の平成27年度決算は、歳入決算額、各会計合計でございますけれども、60億
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4,532万3,226円となってございます。これは昨年と比較いたしまして３億201万4,530円の

増額でございます。また、歳出決算額につきましては、58億2,440万2,145円、こちらは前

年度と比較いたしまして１億6,613万499円の増となってございます。 

  差し引き残額でございますけれども、合計で２億2,092万1,081円、これは前年度比１億

3,588万4,031円の増額でございます。 

  前年度と比較いたしますと、簡易水道事業特別会計における整備事業費が減額とはなって

ございますけれども、一般会計におきまして各施設の新築改修事業費、また補助事業費の

増がございました。また国民健康保険特別会計におきまして、保険給付費の伸び等に伴い

まして、歳入歳出決算ともに増額という形になってございます。 

  続きまして、各会計につきましてご説明をさせていただきます。 

  ６、７ページをお開きください。 

  まず、一般会計の歳入決算書でございます。 

  款、村税から、次のページ村債までの20款、歳入合計、収入済額は46億437万5,700円、前

年度比５億8,815万1,510円でございます。 

  続きまして、一般会計の歳出でございます。 

  10ページ、11ページでございますけれども、議会費から、次のページです、予備費までの

12款、歳出合計、支出済額は44億854万3,506円、前年度比４億6,126万5,740円の増でござ

います。 

  歳入歳出差し引き残額は１億9,583万2,194円、前年度比１億2,688万5,770円の増でござい

ます。 

  14ページ、15ページで、国民健康保険特別会計の歳入決算書がございます。 

  歳入につきましては、国民健康保険税から諸収入までの12款、歳入合計、収入済額が３億

9,281万7,772円、前年度比5,157万6,750円の増でございます。 

  次のページでございますが、国民健康保険特別会計の歳出の決算書でございます。 

  総務費から予備費までの10款、歳出合計、支出済額は３億9,281万7,772円、前年度比

5,457万7,633円の増でございます。 

  歳入歳出の差し引き残額が０円、前年度比は300万883円の減でございます。 

  続きまして、18、19ページでございますけれども、平成27年度小笠原村簡易水道事業特別

会計歳入決算書でございます。 

  分担金及負担金から村債までの９款、歳入合計、収入済額が５億6,088万3,651円、前年度
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比は２億8,826万4,294円の大幅な減でございます。 

  20、21ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳出決算書でございます。 

  総務費から予備費までの５款、歳出合計、支出済額が５億5,706万4,407円、前年度比はマ

イナス２億9,166万6,413円、こちらも大幅な減でございます。 

  歳入歳出差し引き残額は381万9,244円、340万2,119円の増でございます。 

  続きまして、22、23ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳入決算書。 

  事業収入から諸収入までの４款、歳入合計、収入済額315万5,868円、前年度比509万8,654

円の減でございます。 

  24、25ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳出決算書。 

  総務費から予備費までの３款、歳出合計、支出済額315万5,868円、前年度比450万7,150円

の減でございます。 

  歳入歳出差し引き残額が０円、前年度比59万1,504円の減でございます。 

  26、27ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入決算書。 

  保険料から村債までの11款、歳入合計、収入済額が7,412万3,271円、前年度比115万8,291

円の減でございます。 

  28、29ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計歳出決算書。 

  総務費から予備費までの８款、歳出合計、支出済額は5,670万4,592円、前年度比831万

9,085円のマイナスでございます。 

  歳入歳出差し引き残額1,741万8,679円、前年度比716万794円の増でございます。 

  30、31ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳入決算書。 

  サービス収入から諸収入までの５款、歳入合計、収入済額が１億5,339万1,602円、前年度

比215万9,251円の増でございます。 

  32、33ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳出決算書。 
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  総務費から予備費までの４款、歳出合計、支出済額１億5,286万9,252円、前年度比321万

8,784円。 

  歳入歳出差し引き残額52万2,350円、前年度比105万9,533円の減でございます。 

  34ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村下水道事業特別会計歳入決算書。 

  分担金及負担金から村債までの７款、歳入合計、収入済額２億1,383万8,241円、前年度比

3,694万8,060円の減でございます。 

  36ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村下水道事業特別会計歳出決算書でございます。 

  総務費から予備費までの５款、歳出合計、支出済額２億1,174万757円、前年度比3,883万

346円の減でございます。 

  歳入歳出差し引き残額209万7,484円、前年度比188万2,286円の増でございます。 

  38ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村浄化槽事業特別会計歳入決算書。 

  分担金及負担金から村債までの８款、歳入合計、収入済額2,071万3,004円、前年度比246

万9,446円の減でございます。 

  40ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村浄化槽事業特別会計歳出決算書。 

  総務費から予備費までの５款、歳出合計、支出済額1,948万1,874円、前年度比367万4,428

円の減でございます。 

  歳入歳出差し引き残額123万1,130円、前年度比120万4,982円の増でございます。 

  42ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入決算書。 

  後期高齢者医療保険料から諸収入までの４款、歳入合計、収入済額2,202万4,117円、前年

度比593万4,286円の減でございます。 

  44、45ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳出決算書。 

  総務費から予備費までの６款、歳出合計、支出済額2,202万4,117円、前年度比593万4,286

円。 

  歳入歳出差し引き残額は０円、こちらは前年同様でございます。 



－７４－ 

  説明につきましては以上です。 

  この製本された決算書の中には、これ以降各会計歳入歳出事項別総括表、実質収支に関す

る調書、財産に関する調書、また小笠原村決算概要、主要な施策の成果報告書を資料とし

てお配りをさせていただいているところでございます。 

  決算の認定につきまして、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

          （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 動議を提出いたします。 

  平成27年度小笠原村各会計歳入歳出決算の認定につきましては、平成27年度決算特別委員

会を設置し、同委員会に付託され審査されることを提案いたします。 

○議長（池田 望君） ただいま稲垣議員から動議が提出されました。この動議を議題とする

ことに異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  平成27年度決算特別委員会設置の動議を議題といたします。 

  要綱（案）はお手元に配付してあります。 

  朗読は省略いたします。 

  本件は、動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  平成27年度決算特別委員会設置及び平成27年度小笠原村各会計歳入歳出決算の認定につい

ては、同委員会に付託することに決定いたしました。 

  委員は、お手元に配付してあります名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、委員はお手元に配付の名簿のとおり選任することに

決定いたしました。 

  お諮りします。 

  平成27年度決算特別委員会を招集するため、暫時休憩したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 



－７５－ 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  よって、暫時休憩いたします。 

（午後３時５１分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（池田 望君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後４時１０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎決算特別委員会報告 

○議長（池田 望君） 平成27年度決算特別委員会から報告があります。 

  稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） ご報告いたします。 

  平成27年度決算特別委員会において、私、稲垣 勇が委員長に、清水良一君が副委員長に

選出されましたのでご報告いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諮問第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 続きまして、日程第26、諮問第１号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについて。 

  人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６

条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

  平成28年９月８日。提出者、小笠原村長職務代理者、小笠原村副村長、渋谷正昭。 

  記。 

  東京都小笠原村父島字西町、南 美幸。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 
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○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  諮問第１号を異議なしと答申することに賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は異議なしで答申することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第３号の上程、説明、採決 

○議長（池田 望君） 日程第27、発議第３号を議題とします。 

  会議規則第122条の規定により、議員の派遣についてお諮りします。 

  事務局長に内容を説明させます。 

○事務局長（大津 源君） 議員の派遣について（案）。 

  次のとおり議員を派遣する。 

  １、南鳥島行政視察。 

  派遣目的は、防衛関連施設の実態を把握するためでございます。 

  派遣場所は、南鳥島でございます。 

  派遣期間は、平成28年９月28日水曜日、天候不良の場合は９月30日金曜日となります。 

  派遣議員は、池田議長をはじめ議員７名でございます。 

  ２、「平成28年度東京都島しょ町村議員セミナー」出席。 

  派遣目的は、東京都の島しょ町村議会議員が一堂に集まり、離島が抱える課題について情

報交換を行い、今後の対応策や地域振興を目指す政策について学ぶためでございます。 

  派遣場所は、三宅村でございます。 

  派遣期間、平成28年10月２日から10月４日まで、セミナーは10月３日でございます。 

  派遣議員は、池田議長をはじめ議員７名でございます。 

  ３、意見書提出。 
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  派遣目的、世界自然遺産地域を有する全８町村合同で、環境省に「世界自然遺産の保全管

理にかかる全国的な予算枠拡大を求める意見書」を提出し、要望活動を行うことでござい

ます。 

  派遣場所、環境省でございます。 

  派遣期間、平成28年11月９日水曜日でございます。 

  派遣議員は、池田議長及び一木議員でございます。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 事務局長の説明が終わりました。 

  ただいまの説明のとおり、議員を派遣したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、発議第３号は原案のとおり決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎閉会中の継続調査の申し出 

○議長（池田 望君） 次に、議会運営委員会、総務委員会、小笠原航空路開設推進特別委員

会、硫黄島調査特別委員会及び平成27年度決算特別委員会の所管事務及び調査中の事件に

ついて、各委員長から閉会中の継続調査の申し出があります。 

  本件は、お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  よって、本件は申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎閉議及び閉会の宣告 

○議長（池田 望君） 以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日の会議を閉じます。 

  これをもって、平成28年第３回小笠原村議会定例会を閉会します。 

  どうもありがとうございました。 

（午後４時１５分） 
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第 ３ 回 定 例 会 議 案等 審 議 結 果 表 

 

提出月日（平成２８年９月８日） 

議決月日（平成２８年９月９日） 

 

議案番号 件 名 審議結果 

報告第 ５号 
平成２８年度小笠原村一般会計補正予算（第２号）

（専決処分） 

原案承認 

報告第 ６号 出資法人の経営状況について 報告 

報告第 ７号 
平成２７年度小笠原村健全化判断比率及び資金不足

比率の報告について 
報告 

議案第３５号 
非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例（案） 

原案可決 

議案第３６号 
小笠原村保育の必要性の認定基準に関する条例

（案） 

原案可決 

議案第３７号 小笠原村保育所条例の一部を改正する条例（案） 原案可決 

議案第３８号 
小笠原村母島保育所条例の一部を改正する条例

（案） 

原案可決 

議案第３９号 
平成２８年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）

（案） 

原案可決 

議案第４０号 
平成２８年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）（案） 

原案可決 

議案第４１号 
平成２８年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予

算（第２号）（案） 

原案可決 

議案第４２号 
平成２８年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特

別会計補正予算（第１号）（案） 

原案可決 

議案第４３号 
平成２８年度小笠原村介護保険（介護サービス事業

勘定）特別会計補正予算（第１号）（案） 

原案可決 
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議案番号 件 名 審議結果 

議案第４４号 
平成２８年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算

（第１号）（案） 

原案可決 

議案第４５号 
平成２８年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算

（第１号）（案） 

原案可決 

議案第４６号 公有水面埋立てに対する意見について（案） 原案可決 

議案第４７号 清瀬配水池建替工事請負契約の締結について（案） 原案可決 

諮問第 １号 
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て 

答  申 

発議第 ３号 議員の派遣について（案） 原案決定 
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一 般 質 問 一 覧 表 

 

氏 名 質 問 項 目 

清水良一議 員 
１ 各施設での節電に対する具体的施策について 

２ 村内交通網の将来ビジョンについて 

安 藤 重 行 議 員 

１ 選挙実施への対応について 

２ 防災訓練に伴った津波等緊急避難について 

３ おがさわら丸に対する島民の意見集約について 

稲垣  勇議 員 １ 蝙蝠谷農業団地の村の取り組みについて 
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